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主 文

１ 本件控訴及び差戻後の当審における請求の拡張に基づき，原判決中，被控訴

人らに係る部分を次のとおり変更する。

被控訴人らは，控訴人Ｘ１に対し，連帯して３億００１４万６１２３円及(１)

びこれに対する平成８年８月１３日から支払済みまで年５分の割合による金

員を支払え。

被控訴人らは，控訴人Ｘ２に対し，連帯して４９５万円及びこれに対する(２)

平成８年８月１３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

被控訴人らは，控訴人Ｘ３に対し，連帯して１９２万５０００円及びこれ(３)

に対する平成８年８月１３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支

払え。

控訴人らのその余の請求（差戻後の当審における拡張請求を含む ）をい(４) 。

ずれも棄却する。

２ 訴訟の総費用はこれを２分し，その１を控訴人らの負担とし，その余を被控

訴人らの負担とする。

３ この判決は，第１項 ないし に限り，仮に執行することができる。(１) (３)

事 実 及 び 理 由

第１ 控訴の趣旨

１ 原判決を取り消す。

２ 被控訴人らは，控訴人Ｘ１に対し，連帯して６億１４１２万５４６３円及び

これに対する平成８年８月１３日から支払済みまで年５分の割合による金員を

支払え。

３ 被控訴人らは，控訴人Ｘ２に対し，連帯して１７６５万５０００円及びこれ

に対する平成８年８月１３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払

え。

４ 被控訴人らは，控訴人Ｘ３に対し，連帯して１４７１万２５００円及びこれ
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に対する平成８年８月１３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払

え。

５ 仮執行宣言

第２ 事案の概要

１ 訴訟物

本件は，被控訴人学校法人Ｙ１学校（以下「被控訴学校」という ）の設置。

するＡ高校（以下「Ａ高校」という ）に在籍し，サッカー部に所属していた。

控訴人Ｘ１が，平成８年８月１３日，同校の課外のクラブ活動の一環として大

「 」阪府高槻市で開催されたサッカー競技大会である 第１０回Ｂフェスティバル

（以下「本件大会」という ）に参加していた際に出場した試合の開始後間も。

なく落雷を受けた事故に関し，同校サッカー部の引率者兼監督であったＣ教諭

（以下「Ｃ教諭」という ）及び上記大会の主催者であった被控訴人財団法人。

Ｙ２協会（以下「被控訴協会」という ）の担当者には落雷を予見して回避す。

べき安全配慮義務を怠った過失があるなどとして，同控訴人の母である控訴人

Ｘ２及び兄である控訴人Ｘ３とともに，被控訴人らに対し，債務不履行又は不

法行為（民法７１５条の使用者責任）に基づき，損害賠償を請求する事案であ

る。

２ 審理の経緯

原審及び差戻前の控訴審(１)

控訴人Ｘ１，同控訴人の父である訴訟承継前控訴人Ｘ４及び控訴人Ｘ２は

平成１１年３月２９日，控訴人Ｘ３は平成１３年１２月５日，それぞれ被控

訴学校及び被控訴協会のほか１審被告高槻市及びＤサッカー連盟（以下「サ

ッカー連盟」という ）の会長である１審被告Ｚ（以下「１審被告Ｚ」とい。

う ）を被告として高知地方裁判所に本件訴えを提起したが，同裁判所は平。

成１５年６月３０日控訴人ら及びＸ４の請求をいずれも棄却する旨の判決

（第１審判決）を言い渡した。これに対し，控訴人ら及びＸ４が高松高等裁
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判所に控訴し，同裁判所は平成１６年１０月２９日上記控訴をいずれも棄却

する旨の判決（差戻前控訴審判決）を言い渡した。これに対し，控訴人ら及

びＸ４が最高裁判所に上告受理申立てをした。

上告審(２)

最高裁判所は，平成１７年１２月９日，控訴人ら及びＸ４の上告受理申立

てのうち，１審被告高槻市及び１審被告Ｚに対する請求に関する部分を受理

せず，被控訴学校及び被控訴協会に対する請求に関する部分の一部（上告受

理申立て理由第７点ないし第１０点及び第１６点）を重要でないとして排除

し，その余の点（同第１点ないし第６点及び第１１点ないし第１５点）につ

いて，上告を受理する旨の決定をした（この結果，控訴人ら及びＸ４の１審

被告高槻市及び１審被告Ｚに対する請求をいずれも棄却した第１審判決が確

定し，控訴人ら及びＸ４と被控訴人らとの間の上告審において，上告受理申

立て理由第７点ないし第１０点及び第１６点は審理判断の対象外となっ

た 。。）

最高裁判所は，平成１８年３月１３日，上告受理申立て理由第１点ないし

第５点について判断の上，原判決のうち被控訴人らに関する部分を破棄し，

同部分を高松高等裁判所に差し戻す旨の判決（上告審判決）をした。

差戻後の当審(３)

ア 請求の拡張

控訴人ら及びＸ４は，平成１９年４月１８日の当審口頭弁論期日におい

て，請求を拡張した。拡張後における請求の趣旨は次のとおりである。

被控訴人らは，控訴人Ｘ１に対し，連帯して６億１１４３万５７３３(ア)

円及びこれに対する平成８年８月１３日から支払済みまで民法所定の年

５分の割合による金員を支払え。

被控訴人らは，Ｘ４に対し，連帯して１１７７万円及びこれに対する(イ)

平成８年８月１３日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による金
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員を支払え。

被控訴人らは，控訴人Ｘ２に対し，連帯して１１７７万円及びこれに(ウ)

対する平成８年８月１３日から支払済みまで民法所定の年５分の割合に

よる金員を支払え。

被控訴人らは，控訴人Ｘ３に対し，連帯して１１７７万円及びこれに(エ)

対する平成８年８月１３日から支払済みまで民法所定の年５分の割合に

よる金員を支払え。

イ 訴訟承継に伴う請求の趣旨の訂正

控訴人らは，Ｘ４の平成１９年９月７日死亡による相続開始に伴いその

訴訟上の地位を承継し，同年１１月２８日の当審口頭弁論期日において，

控訴人Ｘ１において次のとおり，控訴人Ｘ２及び控訴人Ｘ３において前記

第１の３，４記載のとおり，請求の趣旨を訂正した。

被控訴人らは，控訴人Ｘ１に対し，連帯して６億１４３７万８２３３円

及びこれに対する平成８年８月１３日から支払済みまで年５分の割合によ

る金員を支払え。

ウ 請求の減縮

控訴人Ｘ１は，平成２０年５月２１日の当審口頭弁論期日において，前

記第１の２記載のとおり，請求を減縮した。

３ 争いのない事実等（証拠により認定した事実については後記括弧内に証拠を

掲げる。なお，以下において書証につき枝番があるときは枝番を含む ）。

当事者(１)

ア 控訴人ら

控訴人Ｘ１（昭和５５年７月８日生）は，平成８年当時，被控訴学校が

設置・運営するＡ高校の１年に在籍し，同校の課外のクラブ活動としてサ

ッカー部に所属していた者である。

Ｘ４と控訴人Ｘ２は夫婦であり，控訴人Ｘ３はその長男であり，控訴人
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Ｘ１はその二男である。

Ｘ４は平成１９年９月７日死亡し，控訴人らがＸ４を相続した。その相

続分は，控訴人Ｘ２が２分の１，控訴人Ｘ１及び控訴人Ｘ３が各４分の１

である （甲１，６９，弁論の全趣旨）。

イ 被控訴人ら

被控訴学校は，頭書肩書地を主たる事務所とし，学校教育法及び私立学

校法に基づくＡ高校及びＥ中学校を同所に設置し，これらの学校に入学し

た生徒に対し，教育基本法，学校教育法その他の教育関係法規に基づき教

育活動を行うことを目的として，これらの学校を運営している学校法人で

ある。

被控訴協会は，大阪府教育委員会の許可を受けて設立されたスポーツ振

興等を主な目的とする財団法人である。サッカー連盟は，同被控訴人に加

盟する権利能力なき社団である。

本件大会(２)

ア サッカー連盟は，Ｂフェスティバル(以下「フェスティバル」という ）。

実行委員会（以下「本件実行委員会」という ）を設け，平成８年８月１。

２日から同月１５日までの予定で本件大会を実施することを企画した（以

下の記述において，平成８年の日付に限り月日のみで表示することがあ

る 。本件大会のパンフレットには，主催者として 「財団法人Ｙ２協会。） ，

サッカー連盟」という名称が記載されていた。

イ 本件大会は，全国から６２チームが参加し（その大半は高校のクラブ活

動であった ，大阪府高槻市a町b所在の南大樋運動広場（敷地面積１万５）

０６３平方メートル，以下「本件運動広場」という ）その他の会場で開。

催された。本件運動広場は，被控訴協会が高槻市から本件大会開催のため

に貸与を受けたものである （甲８，９１，９２，弁論の全趣旨）。

ウ 被控訴学校は，本件大会にＡ高校サッカー部を参加させることとし，そ
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の引率者兼監督をＣ教諭とした。同教諭は，８月１３日控訴人Ｘ１他２１

名のサッカー部員を引率して本件大会の会場の一つである本件運動広場に

赴き，試合に臨んだ。同校の出場する試合は，本件運動広場に２面設置さ

れたフィールド（Ａコート，Ｂコート）のうち北西側に位置するＢコート

における同日午後１時４５分から午後２時５０分までの予定の対「Ｆ」戦

（以下「Ａ高校の第１試合」という ）及び同日午後４時１５分から５時。

「 」 （ 「 」 。）２０分までの予定の対 Ｇチーム 戦 以下 Ａ高校の第２試合 という

であった （甲８，９，１５，１６，６３，乙１，丙１）。

エ Ｔ（以下「Ｔ」という ）は本件実行委員会から依頼を受けてＢコート。

の会場担当者として同コートの整備や試合の進行管理その他雑用等に当た

っていた。同人は，Ｉ１高校の体育教諭で「Ｇチーム」の監督でもあった

が，８月１３日当日は，専ら本部テントにおいて会場担当者としての業務

， 。に当たり 同チームの試合の指揮は同チームの他のコーチが当たっていた

（丁１４，原審証人Ｔ）

オ Ａ高校の第２試合は，予定よりやや遅れて８月１３日午後４時３０分こ

ろ開始された。

落雷事故(３)

８月１３日午後４時３５分ころ，Ａ高校の第２試合が行われていた本件運

動広場Ｂコートに落雷があり，同試合に出場中の控訴人Ｘ１は頭部にその直

撃を受けた（以下「本件落雷事故」という 。これにより，同控訴人は脳に。）

損傷を受け，心肺停止，意識不明となった （甲１９，２００，乙１）。

その後の経過の概要(４)

ア 控訴人Ｘ１は救急搬送された大阪府高槻市c町d番e号所在の財団法人Ｊ

救命救急センター（以下「Ｊ救命救急センター」という ）における治療。

により蘇生したが，視力障害（明暗弁 ，両下肢機能全廃，両上肢機能の）

著しい障害等の重度の後遺障害が残った（甲１７，２７，２００ 。）
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イ 控訴人Ｘ１の入退院の経過は，別紙入退院経過一覧表記載のとおりであ

る。

ウ 被控訴学校は，平成１１年３月末日をもって，控訴人Ｘ１をＡ高校から

除籍した （甲１２０，原審証人Ｌ１）。

エ 控訴人Ｘ１は，平成１６年４月７日，Ｋ盲学校に入学し，平成１７年４

， ， ， ，月７日 同校の寮に入寮したが 同年１２月ころ休学し 平成１９年４月

復学し，現在に至っている。

第３ 争点及びこれに関する当事者の主張

１ 被控訴学校ないしＣ教諭の注意義務違反

控訴人らの主張(１)

教育活動の一環として行われる学校の課外のクラブ活動においては，生徒

は担当教諭の指導監督に従って行動するのであるから，担当教諭はできる限

り生徒の安全にかかわる事故の危険性を具体的に予見し，その予見に基づい

て当該事故の発生を未然に防止する措置を執り，クラブ活動中の生徒を保護

すべき注意義務を負うものというべきである。

少なくとも，落雷による死傷事故は，平成５年から平成７年までに全国で

５ないし１１件発生し，毎年３ないし６人が死亡しており，また，落雷事故

を予防するための注意に関しては，平成８年までに，文献上の記載が多く存

在していたところ，Ａ高校の第２試合の開始直前ころには，本件運動広場の

南西方向の上空には黒く固まった暗雲が立ち込め，雷鳴が聞こえ，雲の間で

放電が起きるのが目撃されていたというのであるから，上記雷鳴が大きな音

ではなかったとしても，同校サッカー部の引率者兼監督であったＣ教諭とし

ては，上記時点ころまでには落雷事故発生の危険が迫っていることを具体的

に予見することが可能であったというべきであり，また，予見すべき注意義

務を怠ったものというべきである。このことは，たとえ平均的なスポーツ指

導者において，落雷事故発生の危険性の認識が薄く，雨がやみ，空が明るく
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なり，雷鳴が遠のくにつれ，落雷事故発生の危険性は減弱するとの認識が一

般的なものであったとしても左右されるものではない。なぜなら，上記のよ

うな認識は，平成８年までに多く存していた落雷事故を予防するための注意

に関する上記文献上の記載の内容と相いれないものであり，当時の科学的知

見に反するものであって，その指導監督に従って行動する生徒を保護すべき

クラブ活動の担当教諭の注意義務を免れさせる事情とはなり得ないからであ

る。

， ， ，そして 上記文献上の科学的知見によれば 落雷被害を回避するためには

安全空間（コンクリートの建物，列車，自動車，バス等の導体＜電気を通す

物体＞で囲まれ，仮に落雷しても雷の電流が導体の表面に沿って流れ，地面

に拡散されるため，内部に侵入しない空間）に避難することが最も安全であ

るが，仮に近辺に安全空間が存在しない場合には，次善の策として，避雷針

あるいは高い物体があることにより落雷が起こらない範囲である保護範囲

（ ， ，通常避雷針の場合その頂点の垂線に対する角度６０度の円錐内の範囲 ４

５メートル以上３０メートル以下の高い物体の場合最上部を４５度以上の角

度で見上げる範囲内で，落雷の際の側撃を避けるために高い物体から２ない

し４メートル程度離れたところ）に避難し，姿勢を低くしていれば十分に安

全であるとされ，更に状況を見計らって安全空間に移動すれば，確実に被害

を回避できるとされているところ，本件運動広場の東側，北側及び西側の外

周には，防球ネットを張り巡らせるため地上からの高さ８メートルのコンク

リート製柱が１０メートル又は１１メートル間隔で合計５０本設置されてい

たのであるから，上記のように，Ａ高校の第２試合の開始直前ころまでには

落雷事故発生の危険が迫っていることを具体的に予見していたとすれば，Ｃ

教諭としては，当面，上記コンクリート製柱沿いの２ないし４メートル程度

離れた保護範囲に控訴人Ｘ１を含む生徒らを誘導し，避難させて，落雷被害

を回避する措置を執ることが可能であったものであり，その措置を執ってい
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れば，本件落雷事故の発生を回避することができたものというべきである。

したがって，Ｃ教諭は，落雷事故発生の危険が迫っていることを具体的に

予見すべき注意義務を怠ったため，予見していたとすれば，その被害を回避

する措置を執ることが可能であったのに，その措置を執ることもなく，本件

落雷事故を発生させた過失があることが明らかである。

被控訴学校の主張(２)

控訴人らの上記主張は争う。下記アないしカのとおり，Ｃ教諭は，８月１

３日午後４時３０分（Ａ高校の第２試合開始直前）ころ，本件落雷事故発生

の結果回避のための措置を執ることはできなかったものであり，結果回避可

能性はなかったのであるから，何ら注意義務違反の責めを負うことはない。

ア Ｃ教諭は，本件落雷事故の発生当時，避雷に関する保護範囲についての

知識を何ら有していなかったものであり，速やかに生徒らを保護範囲に誘

導することは全く不可能であったから，同教諭には本件落雷事故の発生に

ついて結果回避可能性はなく，注意義務違反はない。

イ 当時，本件運動広場のＡコート，Ｂコートの２面のフィールドには，１

， ，２チーム約２００人の生徒らがいて ４チームの生徒らが試合の準備をし

８チームの生徒らがあちこちで待機ないし観戦をするなどの態勢にあった

ところ，天候は，雨がやみ，上空の大部分は明るくなりつつあったが，本

件運動広場の南西方向の上空には黒く固まった暗雲が立ち込め，雷鳴が聞

こえ，雲の間で放電が起きるのが目撃され，雷鳴は大きな音ではなく，遠

くの空で発生したものと考えられる程度であり，生徒らを含む一般人にと

って落雷の予見可能性や落雷の危険についての認識は低い状態にあり，落

雷の危険が差し迫っているとは考えられず，現に，本件運動広場の誰から

もサッカー大会の中止，中断が進言されたことはないのであるから，その

ような状況下において，Ｃ教諭がいきなり「危険だ。逃げろ 」などと叫。

んでも不審に思われるだけで，誰も言うことを聞かないことは自明の理で
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ある。生徒らに言うことを聞いてもらうためには，このような天候下にお

。 ，いても落雷の危険が差し迫っていることを理解させる必要がある さらに

生徒らをコンクリート製柱沿いの最上部を４５度以上の角度で見上げる範

囲内で２ないし４メートル程度離れた保護範囲に誘導するについても，生

徒らに対し，明確とはいえない範囲について説明の上コンクリート製柱に

近づきすぎても離れすぎても危ないということを理解させなければならな

い。ところが，生徒らは約２００人もいるのであるから，上記のような説

明をして理解をしてもらった上で保護範囲に誘導するには相当に長時間を

要することは明らかであり，８月１３日のＡ高校の第２試合開始直前の４

時３０分から本件落雷事故発生の４時３５分までの５分間に，同教諭が本

件運動広場の生徒ら２００人を保護範囲に誘導することは現実的に不可能

というべきである。したがって，同教諭に本件落雷事故の発生について結

果回避可能性はなく，注意義務違反はない。

ウ 保護範囲は文献により必ずしも一定せず，その範囲は曖昧である。落雷

の際の側撃を避けるために高い物体から離れる距離にしても２ないし４メ

ートルとするものもあれば，２メートル以上，あるいは５メートル以上と

するものもあり，現場の個別の状況によってはその範囲も変わってくるも

のであり，本件運動広場のコンクリート製柱に沿って低いフェンスも設置

されており，フェンスからの側撃も加味する必要があり，その保護範囲は

必ずしも明確ではない上に，保護範囲にいたとしても１００パーセント安

全が保障されるわけではないことも文献等から明らかであり，保護範囲自

体が一般に認知されているわけではなく，落雷回避の場所として社会的に

も採用されておらず，逆に一般人（特に生徒ら）は雷は高いものに落ちる

ため高い物の側は危険であると認識しており，保護範囲にじっとしている

ように命じられても，不安と抵抗を感じるものであるから，その場に長時

間にわたり留めて待たせるというのは現実的ではなく，Ａ高校の第２試合
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（ ， ，開始直前ころの天候 雨がやみ 上空の大部分は明るくなりつつあったが

本件運動広場の南西方向の上空には黒く固まった暗雲が立ち込め，雷鳴が

聞こえ，雲の間で放電が起きるのが目撃され，雷鳴は大きな音ではなく，

遠くの空で発生したものと考えられる程度であり，生徒らを含む一般人に

。）とって落雷の予見可能性や落雷の危険についての認識は低い状態にある

下において，Ｃ教諭に生徒らを保護範囲に誘導させるべき法的義務を課す

るのは社会的に妥当ではない。

エ Ｃ教諭が生徒らを保護範囲に誘導するということは，サッカーの試合を

中止，中断させることになるところ，試合の中止，中断の権限を有するの

は本件大会の主催者及び試合の審判であり，本件大会の一参加校の引率者

兼監督にすぎない同教諭にはその権限はなく，独断で試合を放棄して生徒

らを引き上げることは明らかなルール違反であり，許されていなかった。

同教諭としては，試合の中止，中断を本件大会の主催者及び試合の審判に

進言することができたにとどまる。仮に，同教諭が独断で試合を放棄して

， ，生徒らを引き上げたとすれば 他の参加チームから非常識との批判を受け

今後本件大会に参加できなくなることはもちろんのこと，Ａ高校サッカー

部の評判を悪化させ，同部がその後の対外試合が減少するなどの不利益を

被ることとなり，同部員生徒ら，保護者，教員，その他学校関係者からも

非難されることになるのは確実であり，同部の監督の地位を失い，教諭と

しての職も失った可能性もある。このように，同教諭に生徒らを保護範囲

に誘導する義務を課することは，同教諭に社会的に非常識な行為と甚大な

犠牲，代償を強いるものであり，到底容認できるものではない。

オ 一般に，事故が発生する危険がある場合における結果回避義務の範囲，

程度は，事故発生の蓋然性の大小，事故発生の危険についての予見可能性

の大小，結果回避のための犠牲，代償の大小，結果回避行為の社会的妥当

性等に応じて異なるものというべきところ，本件大会は，生徒らのサッカ
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ー競技力の向上，選手間の親睦，指導者間における情報交換，交流等を目

的に開催されたものであり，生徒らの野外活動として社会的にも極めて有

用な行為であり，落雷事故発生の可能性がある場合に，主催者や引率者が

これら一切の活動を停止する義務を負うとなると，社会的に有用な野外活

動はいずれも不可能ないし著しく困難となり，その社会的な犠牲，代償は

甚大であるのに対し，Ａ高校の第２試合開始直前ころには落雷事故の発生

する蓋然性が低く，落雷の危険について予見可能性も低かったのであるか

ら，このような場合には，主催者や引率者は，落雷事故による結果回避義

務違反の責めを負わないものというべきである。

カ 保護範囲が落雷に対し１００パーセント安全ではなく，生徒らを本件運

動広場内の保護範囲と称する一定の範囲に長時間に避難させておくことが

現実的でないことは前記ウのとおりであるところ，控訴人らは，保護範囲

にいったん避難した上で，更に状況を見計らって安全空間に移動すべきで

あると主張するが，本件運動広場及びその周辺には，約２００人の生徒ら

を収容し得るような安全空間はなく，高槻市の小学校や中学校を避難場所

として手配する余地があるとしても，移動にはタクシーやバスを要し，Ｃ

教諭がそのようなことを行うのは事実上不可能であり，これらの確保は本

来本件大会の主催者がすべきことであるから，この点からも同教諭に結果

回避義務は生じないものというべきである。

２ 被控訴協会の主催者性

控訴人らの主張(１)

被控訴協会は，大阪府教育委員会の許可を受けて設立されたスポーツ振興

等を主な目的とする財団法人であるが，その加盟団体であり権利能力なき社

団であるサッカー連盟に，本件実行委員会を設置させて，本件大会を開催し

たこと，高槻市から本件運動広場の貸与を受けていたのは同被控訴人であっ

たこと，本件大会のパンフレットには，主催者として「財団法人Ｙ２協会サ



13

ッカー連盟」という名称が記載されていたことによれば，特段の事情のない

限り，同被控訴人が本件大会の主催者であると推認するのが相当である。そ

して，同被控訴人の加盟団体であり権利能力なき社団である同連盟が本件大

会の実施を担当していたからといって，上記特段の事情があるということは

できない。

被控訴協会の主張(２)

控訴人らの上記主張は争う。下記アないしエのとおり，被控訴協会が本件

大会の主催者であると推認するのが相当といえない特段の事情がある。

ア 被控訴協会がサッカー連盟に本件実行委員会を設置させて本件大会を開

催したことはない。本件実行委員会は，同被控訴人の加盟団体である同連

盟の構成員である高槻市内の公私の高校のサッカーチームの監督ら（高校

教諭ら）が自ら委員となって本件大会を開催，運営するために組織したも

のであり，本件大会は，本件実行委員会によって開催され，運営された。

イ 被控訴協会は，傘下のサッカー連盟等の各スポーツ連盟のため，使用予

定施設を確保する事務手続を行ったり，教育委員会等への後援依頼の事務

手続を行っており，各連盟から年間の事業計画の報告を受けてとりまとめ

てはいるが，各連盟の事業計画について形式的な調整を除いては内容に関

与することはなく，各連盟において決定された内容の報告を受けてとりま

とめた上，同被控訴人が主体となって行う事業計画とあわせて高槻市等へ

報告しているだけであり，サッカー連盟に対して本件実行委員会を設置す

るよう指示したり，構成員の人選を行ったり，本件大会について予算の付

， 。与を行ったりしたことはなく 人的・組織的・資金的関与は全くなかった

ウ 高槻市に対して本件運動広場の貸与許可申請をしたのは被控訴協会であ

ったが，これは同被控訴人傘下の多数のスポーツ連盟等の団体が個々別々

に高槻市に対してその管理施設の貸与許可申請を行うこととなれば，手続

が錯綜するおそれがあるため，これを回避する趣旨で，同被控訴人が各加
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盟団体からの許可申請手続依頼に基づいて集約して行っている事務手続の

一環であるにすぎず，同被控訴人は名目上被貸与者であっても，貸与許可

申請手続の代行機関であり，実質的な被貸与者はあくまでもサッカー連盟

である。

エ 本件大会のパンフレットの共催団体を示す場所には「財団法人Ｙ２協会

」 ， ， ，サッカー連盟 との記載があるが それは 主催者が被控訴協会ではなく

サッカー連盟であることを示すためのものであり，現に，本件大会への参

加依頼のための文書である「第１０回Ｂフェスティバル開催について」と

題する書面（丁１５）は 「Ｄサッカー連盟」の名義で作成されており，，

これは同連盟が本件大会の主催者であることの証左である。高槻市も，本

件大会は同連盟が主催している旨認識していた。

３ 被控訴協会ないしＴその他本件大会運営担当者の注意義務違反

控訴人らの主張(１)

被控訴協会ないしＢコートの会場担当者であったＴその他本件大会運営担

当者は，本件大会の主催者ないしその補助者として，できる限り生徒の安全

にかかわる事故の危険性を具体的に予見し，その予見に基づいて当該事故の

発生を未然に防止する措置を執り，本件大会に参加中の生徒を保護すべき注

意義務を負うものというべきである。

Ｔその他本件大会運営担当者は，Ａ高校の第２試合開始直前の時点ころま

でには落雷事故発生の危険が迫っていることを具体的に予見することが可能

であったというべきであり，また，予見すべき注意義務を怠ったものという

べきである。

Ｔその他本件大会運営担当者は，上記の予見に基づき，控訴人Ｘ１を含む

本件大会に参加した生徒らを落雷の危険性の小さい保護範囲（本件運動広場

の外周に存するコンクリート製柱の周囲の部分）に避難させることにより，

本件落雷事故の発生を回避することができた。
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被控訴協会の主張(２)

控訴人らの上記主張は争う。被控訴協会ないしＴその他本件大会運営担当

者は，下記ア，イのとおり，本件落雷事故を回避することはできなかった。

ア 控訴人Ｘ１が在学関係にある被控訴学校と，何らの契約関係に立たない

被控訴協会とでは，同控訴人との関係において大きな差異があり，同被控

訴人の注意義務が被控訴学校の引率教諭と同程度ということはあり得な

。 ， ，い 本件大会は練習試合であり 対戦中における試合開始の延期や中止は

監督同士の話合いに任せられており，被控訴協会には中止権限がない。ま

た，本件大会が複数の会場で分散開催されている以上，本件大会運営担当

者が協議することは不可能である。したがって，被控訴学校こそが本件落

雷事故の回避義務違反に問われるべきである。

イ Ａ高校の第２試合開始直前の午後４時３０分ころ本件落雷事故の予見が

可能となり，生徒らに避雷回避のための避難行動をとらせるにしても，当

時本件運動広場には約２００人の生徒らが散在していたものであり，試合

中止のために各学校の引率教員やサッカー連盟関係者が集合して協議し，

試合中止を決定し，生徒らに対して避難方法を説明し，理解させ，避難行

動に移させるという一連の措置を執らなければならないが，これらの措置

を本件落雷事故発生の４時３５分までの５分間にすべて完了することは到

底不可能である。また，生徒らが避雷法に関する保護範囲を知っているわ

けではなく，生徒らをコンクリート製柱の脇にしゃがませるということも

困難であり，さらに，その後待避すべき安全空間及びそこへの移動手段を

， 。確保するのも困難であって 控訴人ら主張の回避措置は実行不可能である

保護範囲の安全性は１００パーセントではないから，控訴人ら主張の結果

回避手段は安全性を欠く不十分なものである。

４ 損害

控訴人らの主張(１)
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控訴人らの主張は 別紙損害一覧表の 請求項目 請求額(円) 及び 控， 「 」，「 」 「

訴人らの主張」の各欄に記載のとおりである。

被控訴学校の主張(２)

被控訴学校の主張は，別紙損害一覧表の「被控訴学校の認否」欄に記載の

とおりである。

被控訴協会の主張(３)

被控訴協会の主張は，別紙損害一覧表の「被控訴協会の認否」欄に記載の

とおりである。

第４ 当裁判所の判断

１ 争点１（被控訴学校ないしＣ教諭の注意義務違反）について

予見義務(１)

まず，Ｃ教諭の予見義務について検討する。

ア 本件落雷事故発生時の状況

証拠（甲８，９，２３，９８，３２５，乙１，９，１０，丁１４，原審

証人Ｃ，同Ｔ，同Ｌ２，同Ｌ３，１審被告Ｚ本人）及び弁論の全趣旨によ

れば，本件落雷事故当日の状況に関し，次の事実を認めることができる。

Ａ高校の第１試合が開始された８月１３日午後１時５０分ころには，本

件運動広場の上空には雷雲が現れ，小雨が降り始め，時々遠雷が聞こえる

ような状態であった。同校のサッカー部の選手の中には，上記試合の前後

に，落雷防止のため，首にしていたペンダントを外す者等もおり，控訴人

Ｘ１も，チームメートにペンダントを外した方がいいか聞いたりしていた

が，結局外さなかった。上記試合が終了した同日午後２時５５分ころから

は，上空に暗雲が立ちこめて暗くなり，ラインの確認が困難なほどの豪雨

が降り続いた。同日午後３時１５分ころには，大阪管区気象台から雷注意

報が発令されたが，Ｃ教諭及び本件大会運営担当者らはこのことを知らな

かった。このころ，同校の選手らはベンチで次の試合のために待機し，他
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校のチームの対戦を観戦していたが，上記の状況下において 「こんな天，

気で試合をやりたくない 」などのやり取りをする者もいた。当時，雲は。

ほぼ南から北へ流れており，同日午後４時３０分の直前ころには，雨がや

み，上空の大部分は明るくなりつつあったが，本件運動広場の南西方向の

上空には黒く固まった暗雲が立ち込め，雷鳴が聞こえ，雲の間で放電が起

きるのが目撃された。雷鳴は大きな音ではなく，遠くの空で発生したもの

と考えられる程度ではあった。

Ｃ教諭は，稲光の４，５秒後に雷の音が聞こえる状況になれば雷が近く

なっているものの，それ以上間隔が空いているときには落雷の可能性はほ

とんどないと認識していたため，同日午後４時３０分の直前ころには落雷

事故発生の可能性があるとは考えていなかった。そのため，同教諭は，Ａ

高校の第２試合開始の時点で，対戦相手である「Ｇチーム」の監督であり

Ｂコートの会場担当者でもあったＴや，上記試合担当の主審に対し，試合

の中止や開始の延期を申し入れることはなかった。

Ａ高校の第２試合は，同日午後４時３０分ころ，上記気象状況の下で，

本件運動広場のＢコートで開始され，控訴人Ｘ１を含む同校サッカー部員

が出場した。同日午後４時３５分ころ，同控訴人に落雷があり，同控訴人

はその場に倒れた。当時，Ｃ教諭は，上記試合前に同コートで実施された

Ｉ２高校対Ｉ３高校の試合で主審を務めた際に上記豪雨で汚れた靴とソッ

クスを水道で洗っていた。

イ 落雷事故発生の危険性に関する科学的知見

後記括弧内掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば，本件落雷事故当時に

おける落雷事故発生の危険性に関する科学的知見について，次のとおり認

められる。

落雷による死傷事故は，全国で，平成５年に５件（うち３人が死亡 ，）

平成６年に１１件（うち４人が死亡 ，平成７年に１０件（うち６人が死）
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亡）発生していた（乙５ 。）

落雷の研究における我が国の第一人者とされる北川信一郎元埼玉大学工

学部教授が編集委員長となっている日本大気電気学会編の「雷から身を守

るには－安全対策Ｑ＆Ａ－ （平成３年６月刊行）には，雷の発生，接近」

，「 ， ，を知る方法に関し 人間の五感で判断する ラジオ・無線機を利用する

雷注意報などの気象情報に注目する等の方法があります。しかし，どの方

， ， ， （ ， ，法でも 正確な予測は困難ですから 早めに 安全な場所 建物 自動車

バス，列車等の内部（中略 ）に移っていることが，有効な避雷法です 」） 。

との記載や，運動場等にいて雷雲が近付いてきた場合に関し 「雷鳴がき，

こえるとき，入道雲がモクモク発達するとき，頭上に厚い雲が広がるとき

は（中略）直ちに屋内に避難します。雷鳴は遠くかすかでも危険信号です

から，時をうつさず，屋内に避難します 」との記載があった（甲３８の。

１ 。これと同趣旨の落雷事故を予防するための注意に関する文献上の記）

載は，平成８年までに多く存在しており，例えば，横山正（東京学芸大学

附属小金井小学校副校長）編の「理科室が火事だ！どうする？ （平成２」

年４月刊行）には 「遠くで『ゴロゴロッ』と鳴りだしたら，もう危険が，

せまっているわけですから，はやめに避難するようにしましょう 」との。

記載が存在し（甲２０８ ，矢花槇雄（気象庁長期予報課勤務）著の「夏）

のお天気 （平成８年３月刊行）には 「雷鳴の聞こえる範囲は，せいぜい」 ，

２０kmです。雷鳴が聞こえたら，雷雲が頭上に近いと思った方が良いでし

ょう。また落雷は雨の降り出す前や小やみのときにも多いことが分かって

います。遠くで雷鳴が聞こえたら，すぐに避難し，雨がやんでもすぐに屋

外に出ないことが大切です 」との記載が存在する（甲６１）などしてい。

た。

ウ 落雷事故発生の危険性の予見可能性及び予見義務

教育活動の一環として行われる学校の課外のクラブ活動においては，生
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徒は担当教諭の指導監督に従って行動するのであるから，担当教諭は，で

きる限り生徒の安全にかかわる事故の危険性を具体的に予見し，その予見

に基づいて当該事故の発生を未然に防止する措置を執り，クラブ活動中の

生徒を保護すべき注意義務を負うものというべきである。

上記ア，イで認定した事実関係によれば，落雷による死傷事故は，平成

５年から平成７年までに全国で毎年５ないし１１件発生し，毎年３ないし

６人が死亡しており，また，落雷事故を予防するための注意に関しては，

平成８年までに，前記イの各文献上の記載が多く存在していたのであり，

Ａ高校の第２試合の開始直前ころには，本件運動広場の南西方向の上空に

は黒く固まった暗雲が立ち込め，雷鳴が聞こえ，雲の間で放電が起きるの

が目撃されていたというのである。そうすると，上記雷鳴が大きな音では

なかったとしても，同校サッカー部の引率者兼監督であったＣ教諭として

は，上記時点ころまでには落雷事故発生の危険が迫っていることを具体的

に予見することが可能であったというべきであり，また，予見すべき注意

義務を怠ったものというべきである。このことは，たとえ平均的なスポー

ツ指導者において，落雷事故発生の危険性の認識が薄く，雨がやみ，空が

明るくなり，雷鳴が遠のくにつれ，落雷事故発生の危険性は減弱するとの

。 ，認識が一般的なものであったとしても左右されるものではない なぜなら

上記のような認識は，平成８年までに多く存在していた落雷事故発生の危

険性に関する前記イの各記載等の内容と相いれないものであり，当時の科

学的知見に反するものであって，その指導監督に従って行動する生徒を保

護すべきクラブ活動の担当教諭の注意義務を免れさせる事情とはなり得な

いからである（本件における上告審判決参照 。）

本件落雷事故発生の回避措置及び回避可能性(２)

次に，Ａ高校の第２試合の開始直前ころまでに，Ｃ教諭が落雷事故発生の

危険を具体的に予見していたとすれば，どのような措置を執ることができた
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か，同教諭がその措置を執っていたとすれば，本件落雷事故の発生を回避す

ることができたかについて検討する。

ア 本件落雷事故発生当時の本件運動広場の状況等

証拠（甲１６，６３，３２７，３６５，３８８，３８９，原審証人Ｃ，

同Ｔ，同Ｌ４，１審被告Ｚ本人）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実を

認めることができる。

本件運動広場の外周には，防球ネットを設置するためのコンクリート製

柱が，東側に２２本，北側に１２本，西側に１６本，計５０本存在する。

各コンクリート製柱は，高さ地上８メートルであり，コンクリート製柱の

間隔は１０ないし１１メートルである。

Ａ高校の第２試合開始直前ころ，本件運動広場のＡコート，Ｂコートの

２面のフィールドには，同高校を含む４チームのサッカー部員らが試合の

準備をしており，コート周辺では８チームのサッカー部員らがあちこちで

待機ないし観戦をするなどしており，同広場全体で約２００名の生徒らが

いた。

本件大会において，通例，試合の延期や中止は，対戦チームの監督や会

場担当者が協議し，必要に応じて会場担当者が大会実行委員と協議して決

定することになっていた。

イ 落雷に対する安全対策に関する科学的知見

証拠（甲３４，２０９，３２８，４１３，４１８，当審証人Ｌ５，後記

括弧内掲記の各証拠）によれば，落雷に対する安全対策に関する知見につ

いて，次のとおり認められる。

平成８年８月当時の落雷に対する安全対策に関する科学的知見は，人体

は同じサイズの金属像と同様に落雷を誘引するものであり，ゴム製の雨合

羽や長靴等の絶縁物を身に着けていても落雷を阻止する効果がないとし

て，落雷を免れる最善の安全対策は，導体で囲まれ，落雷が侵入しない安
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全空間に入ることであるとし，一般的に確実な安全対策としては，自動車

（無蓋車を除く ，バス，列車，コンクリート建築の内部に留まること，。）

一般家屋内では，屋外テレビアンテナに接続されたテレビセットから２メ

ートル以上離れ，万全を期するには，電灯線，電話線，アンテナ線，設置

線，これらに接続されたすべての電気機器から１メートル以上離れ，電話

は使用しないこととし，これに次ぐ安全対策は，避雷針又は高い物体の保

護範囲に入ることであるとし，保護範囲とは，４メートル以上の高い物体

の頂上を４５度以上の角度に見上げる範囲，すなわち同頂上から下ろした

垂線と地表との交点を中心に同頂上までの高さ（ただし，３０メートルま

で）を半径として描いた円周内（もっとも，高い物体が不導体の場合，人

体は高い物体への落雷による側撃を受ける可能性があるから，高い物体そ

のものから２メートル以上離れる必要がある ）とし，例えば，高さ４メ。

ートル以上の物体（樹木，ポールなど）が近傍にあるときは，その頂上を

４５度以上の角度で見上げ，その物体のどの部分からも２メートル以上離

れた位置で姿勢を低くし，樹木の場合はすべての枝先，葉先から２メート

ル以上離れることが肝要であるとし，ただし，保護範囲もその安全性は１

００パーセントではないとするものであった。

上記知見に関しては，以下の各文献において発表され，広く一般に流布

されていた。

日本大気電気学会編の「雷から身を守るには－安全対策Ｑ＆Ａ－ （平」

成３年６月刊行）には，屋外での避雷対策に関し「高さ４メートル以上の

， ，高い物体があれば その物体から二～四メートル離れたところでしゃがむ

或いは腰を下ろしていれば比較的安全です 「高い物体のてっぺんを四。」，

五度以上の急角度で見上げる範囲は，保護範囲といわれています」との記

載があった（甲３８の１ 。これと同趣旨の避雷対策に関する文献上の記）

載は平成８年までに多く存在しており，例えば，日本放送協会編の「ＮＨ
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Ｋ最新気象用語ハンドブック （昭和６１年１１月刊行）には 「避雷の方」 ，

法」の項目中に「大きな木（高さ１０ｍ以上）の場合，木の根元から５～

１０ｍの範囲内で，幹や枝から２ｍ以上離れて姿勢を低くする 」との記。

載があり（甲４０６ ，横山正編の「理科室が火事だ！どうする？ （平成） 」

２年４月刊行）には「四メートル以上の高い木は，そのてっぺんを四五度

以上の角度で見あげる範囲に入ると，直撃を避けることができます。この

ときすべての枝先，葉先から二メートル以上はなれて，姿勢を低くするこ

とが大切です 」との記載があり（甲４０７ ，宮澤清治（日本気象協会調。 ）

査役，元神戸海洋気象台長）著の「天気図と気象の本 （平成３年７月刊」

行）には「平地で木（高さ１０ｍ以上）のある場合，木の根元から５～１

０ｍの範囲で，幹や枝から２ｍ以上離れて姿勢を低くする 「避雷針には」，

保護範囲がある。避雷針の突針の先端を頂点とする円錐を考え，頂角の１

／２を保護角といい，普通の建物では６０度以下，油タンクとか火薬庫の

ような危険物貯蔵庫の場合は４５度以下にとるようにきめられている 」。

との記載があり（甲４０８ ，細田剛（元河口湖測候所長）著の「天気が）

わかることわざ事典 （平成３年６月刊行）には，避雷法に関し「樹木の」

下へ入って（中略）正三角形の範囲内で木や枝から２ｍ以上離れて体を低

くする 」との記載があり（甲４０９ ，小倉義光（日本気象協会顧問，元。 ）

東京大学海洋研究所教授）著の「お天気の科学 （平成６年９月刊行）に」

は「避雷針がカバーする安全な範囲は，例えば高さ３０ｍの避雷針だった

ら，根本を中心として半径３０ｍの円内である。送電線や避雷針のついた

鉄塔のそばにいるときには，これらの一番高いところを４５°の仰角で見

る範囲内に入り，しかも塔の根本から１ｍ以上離れる 」との記載がある。

（甲４１１ 。）

上記認定事実によれば，平成８年８月当時，落雷に対する安全対策に関

する科学的知見として，避雷法，安全空間，保護範囲については広く一般
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に知られていたものと認められる。

ウ 本件落雷事故発生の回避措置及び回避可能性

前記ア，イで認定した事実関係を前提とすれば，本件運動広場において

は，各コンクリート製柱を中心とした半径８メートル（同柱の高さに相当

する ）の円内で，かつ，柱から２メートル程度以上離れた部分が避雷の。

ための保護範囲となり，この範囲内にとどまる限り，落雷の直撃に遭う危

険性はかなりの程度軽減されることが明らかであり，また，コンクリート

製柱は同広場の外周の東側，北側，西側に１０ないし１１メートルの間隔

をもって合計５０本が存在していたことからすると，これにより形成され

る保護範囲は相当広範囲に及び，Ａ高校の第２試合開始直前ころ同広場に

いた約２００名の生徒ら全員が一時的にしゃがむなどしてとどまり，避雷

する場所としては十分な面積があったものということができ，Ｃ教諭とし

ては，少なくとも当面同高校の生徒らを上記保護範囲に避難させ，姿勢を

低くした状態で待機するよう指示した上，同試合の対戦相手である「Ｇチ

ーム」の監督であるとともにＢコートの会場担当者であったＴに対し，試

合の延期や中止の場合の通例に従って，落雷の危険が去るまで同試合の開

始を延期することを申し入れて協議をし，他校の生徒らについても同様に

保護範囲に避難させるなどの措置を執り，天候の変化に注目しつつ，更に

安全空間への退避の方法についても検討するなどの措置を執ることが可能

であり，そうしていれば，同試合開始後間もなく発生した本件落雷事故を

回避できたものといえる。

補足(３)

被控訴学校は，前記第３の１ のとおり，Ｃ教諭に本件落雷事故発生の結(２)

果回避可能性はなく，何らの注意義務違反の責めを負うことはない旨主張す

るが，下記アないしカのとおり，いずれも採用できない。

ア 被控訴学校は，前記第３の１ アのとおり，Ｃ教諭が本件落雷事故当時(２)
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避雷に関する保護範囲についての知識を何ら有しておらず，速やかに生徒

らを保護範囲に誘導することは全く不可能であった旨主張する。

しかし，避雷に関する保護範囲についての知見は，平成８年までに広く

一般に知られている状況にあり，Ｃ教諭は，Ａ高校のサッカー部の指導監

督をする担当教諭として，生徒の安全にかかわる落雷事故の危険性を具体

的に予見する義務がある立場にあったのであるから，生徒の安全を守るべ

き立場のものとして，広く一般に知られている避雷に関する保護範囲につ

いては当然に知識を有しているべきであり，これを有していなかったこと

自体が問題であって，避雷に関する保護範囲についての知識を有していな

かったからといって，生徒の安全を守るべき立場としての責めを免れるべ

き理由にはならない。被控訴学校の上記主張を前提にすれば，学校や教諭

が生徒の安全確保のため必要な一般的な科学的知見や知識を獲得する努力

を怠っていれば，そのことの故に生徒の安全確保に係る責任を免れ得るこ

とになるが，そのような帰結が不当であることは明らかである。上記主張

は失当である。

イ 被控訴学校は，前記第３の１ イのとおり，Ｃ教諭が，Ａ高校の第２試(２)

合開始直前ころである午後４時３０分ころから本件落雷事故の発生した４

時３５分ころまでのわずか５分間の間に，本件運動広場の約２００人もの

生徒らに落雷の危険性や保護範囲について理解させた上，保護範囲に誘導

することは現実的に不可能である旨主張する。

しかし，約２００人の生徒らに対するものとはいえ，笛や号令等により

注意喚起を促した上で，落雷の危険性を告げ，コンクリート製柱の近くの

保護範囲を指示すること自体にさほど時間を要するとは考えられず，生徒

らが落雷の危険性や保護範囲について時間をかけて理解しない限りＣ教諭

の指示に従わないとも考え難い。かえって，控訴人Ｘ１を含むＡ高校の生

徒らは落雷防止のためペンダントを外した方がいいかどうかを気にし，ま
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た，当時の状況下において 「こんな天気で試合をやりたくない 」などの， 。

やり取りをする生徒らもいたことからすると，同控訴人や同生徒らは落雷

に対する本能的な恐怖を感じていたものと推認されるところ，他校の生徒

らも同様の状況下にあったのであるから，むしろ同広場にいた多数の生徒

らは避雷の指示に対し機敏に反応した可能性の方が高いものというべきで

ある。その上，同教諭が引率者兼監督として注意義務を負うのはＡ高校の

サッカー部員に対してだけであり，他校の生徒が多数いることを根拠に，

その義務を免れるべきいわれはない。上記主張は理由がない。

ウ 被控訴学校は，前記第３の１ ウのとおり，保護範囲は文献により一定(２)

せず，その範囲が曖昧であり，１００パーセント安全ではなく，本件運動

広場のコンクリート製柱に沿うフェンスからの側撃も加味する必要があ

り，一般人（特に生徒ら）が雷は高い物に落ちるため高い物は危険である

と認識しており，生徒らをコンクリート製柱の周囲の保護範囲に長時間に

わたり留めて待たせるのは現実的ではない旨主張する。

しかし，保護範囲が文献により多少相違する事実があるとしても，その

相違は実際の現場での対応に困難が生じるほどのものとはいい難く，上記

文献上の相違をもって，生徒らを保護範囲に誘導しないことを正当化する

根拠とはなし難い。また，保護範囲が１００パーセント安全でないことも

主張のとおりであるが，保護範囲が落雷被害をかなりの程度軽減すること

は前述のとおりであり，１００パーセント安全でないことをもって，生徒

らを保護範囲に誘導しないことを正当化する根拠ともなし難い。さらに，

本件運動広場のコンクリート製柱に沿う低いフェンスからの側撃も加味す

る必要があるとの点については，コンクリート製柱への落雷がフェンス伝

いに生徒らを側撃することを想定するものと解されるが，コンクリート製

柱自体が導体であることからすると，一般にコンクリート製柱からフェン

， ，スに そして更に人体に側撃する物理現象自体があり得るのか疑問であり
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上記主張の点をもって，生徒らを保護範囲に誘導しないことを正当化する

根拠とはなし難い。一般人（特に生徒ら）が雷は高い物に落ちるため高い

物は危険であると認識しており，生徒らをコンクリート製柱の周囲の保護

範囲に長時間にわたり留めて待たせるのは現実的ではないとの点について

は，避雷に関する保護範囲についての知見が平成８年までに広く一般に知

られている状況にあることからして，必ずしも一般人（特に生徒ら）が雷

に対して高い物の側はすべて危険であるとの誤った認識をしているとは限

らない上に，誤った認識を有する者が一部にいるとしても，適切な誘導の

後に説明すれば足りるものであり，誤った認識を有する者がいる可能性を

もって，生徒らを保護範囲に誘導しないことを正当化する根拠とはなし難

い。なお，生徒らをコンクリート製柱の周囲の保護範囲に誘導した後は，

天候等の状況次第によって対応すべきことになるところ，天候が回復すれ

ばそれ以上に特段の措置を要しないし，回復しなくても安全空間への退避

， ，が可能であれば 保護範囲にとどまるのは一時的なことになるであろうし

落雷の危険が継続して他に避雷のために適切な場所がない場合には，生徒

らをコンクリート製柱の周囲の保護範囲にしばらくの間留めて待たせるほ

かないが，このような可能性があるからといって，保護範囲に誘導するこ

とが現実的でないなどとはいえない。ましてや生徒らを保護範囲に誘導し

。 。ないことを正当化する根拠とはなし難い 上記主張は採用の限りではない

エ 被控訴学校は，前記第３の１ エのとおり，Ｃ教諭にサッカーの試合を(２)

中止，中断させる権限はなく，独断で試合を放棄して生徒らを引き上げさ

せることはルール違反であり，他チームから非常識との非難を受け，今後

本件大会に参加できなくなり，Ａ高校サッカー部の評判を悪化させ，学校

関係者等から非難され，同教諭が同部の監督ばかりか教諭としての職も失

った可能性もあるから，同教諭に生徒らを保護範囲に誘導する義務を課す

ることは，同教諭に社会的に非常識な行為と甚大な犠牲，代償を強いるも
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のであり，到底容認できるものではない旨主張する。

しかし，Ａ高校の第２試合の開始直前ころまでに，落雷事故発生の危険

が迫っていることを具体的に予見することが可能であり，Ｃ教諭が予見す

べきであったものであるところ，同教諭としては，前述のとおり，同試合

の開始に先立ち，落雷事故の回避のため，まず同校サッカー部の生徒らを

上記保護範囲内に誘導し，姿勢を低くした状態で待機するよう指示をした

上で，Ｔに対し，同試合の開始の延期を申し入れて協議の上，他校の生徒

らについても同様に保護範囲に避難させるなどの措置を執り，天候の変化

に注目しつつ，更に安全空間への退避の方法についても検討するなどの措

置を執るべきであったのであり，これらの措置の目的や内容に照らし，そ

うしたからといって，試合の中止，中断ないし独断による試合放棄をした

ことになるとはいえないし，ルール違反とも非常識ともいい難いことはも

ちろん，今後本件大会に参加できなくなり，Ａ高校サッカー部の評判が悪

化し，同教諭が学校関係者等から非難され，同教諭が同部の監督ばかりか

教諭としての職も失う可能性があったなどとは到底考え難い上に，そのよ

うな可能性があることを慮って，生徒らに落雷事故発生の危険が迫ってい

るのに，避雷のための措置を執らないで放置することは，まさに本末転倒

というほかなく，それこそ社会的に非常識な行為であり，上記可能性を回

避することを優先して生徒らの生命身体に甚大な犠牲，代償を強いるに等

しく，容認できないものというべきである。上記主張は到底採用の限りで

はない。

オ 被控訴学校は，前記第３の１ オのとおり，本件大会が生徒らの野外活(２)

動として社会的にも極めて有用なものであるとして，落雷事故発生の可能

性がある場合に，主催者や引率者が活動を停止する義務を負うとなると，

社会的に有用な野外活動はいずれも不可能ないし著しく困難となり，その

社会的な犠牲，代償は甚大であるのに対し，Ａ高校の第２試合開始直前こ
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ろには落雷事故の発生する蓋然性は低く，落雷の危険について予見可能性

も低かったとして，主催者や引率者は落雷事故による結果回避義務を負わ

ない旨主張する。

しかし，Ａ高校の第２試合開始直前ころには落雷事故の発生する蓋然性

は低く，落雷の危険について予見可能性も低かったとはいえないことは，

既に認定したとおりであるほか，本件大会が生徒らの野外活動として社会

的にも極めて有用なものであるとしても，落雷事故発生の危険性がある場

合にまで活動を強行して，生徒らの生命身体を危険にさらすことが許され

るはずはなく，主催者や引率者が活動を停止する義務を負うのはむしろ当

然というべきである。そのような義務を課したからといって，社会的に有

用な野外活動が不可能ないし著しく困難になるものとはいえない。なぜな

ら，野外活動は本来生徒の生命身体の安全を確保した上で行うべきもので

， ，ある上に 前記の落雷に関する前記各文献等の記載からも明らかなように

野外活動に際しての雷に対する注意事項の事前検討ないし確認や雷に遭遇

した場合の効果的な避雷方法の実施はさほど困難な事柄とはいい難く，雷

の性質に対する正確な認識を基に事前に準備して適切かつ迅速に対処する

限り，一般的には落雷事故の発生は十分に回避し得るものであるからであ

る。もちろん，予期できない場合や突発的な場合に回避しきれない事態も

あり得ないではないが，そのような場合にまで主催者や引率者の責任が問

われるものではない。上記主張は理由がない。

カ 被控訴学校は，前記第３の１ カのとおり，保護範囲にいったん避難し(２)

ても，本件運動広場及びその周辺には約２００人の生徒らを収容し得るよ

うな安全空間はなく，移動するにしてもタクシーやバスを要し，これらの

確保は本来本件大会の主催者がすべきであり，Ｃ教諭が行うのは事実上不

可能であったとして，同教諭に結果回避義務は生じない旨主張する。

しかし，近くに安全空間がないからといって，落雷の危険がある以上，
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生徒らを当面手近にある保護範囲に避難させる必要がなくなるものではな

い。安全空間や移動手段の確保が本件大会の主催者のなすべき事柄である

としても，だからといって，Ｃ教諭が自らが引率してきたＡ高校の生徒ら

を保護範囲に避難させなくてもよいことになる筋合いのものでもない。上

記主張は失当である。

被控訴学校の責任(４)

前記 ないし によれば，Ｃ教諭は，Ａ高校の第２試合開始直前ころまで(１) (３)

には本件落雷事故発生の危険が迫っていることを具体的に予見することが可

， ， ，能であり これを予見すべき注意義務があったにもかかわらず これを怠り

同校サッカー部の生徒らを保護範囲（本件運動広場外周に存する５０本の各

コンクリート製柱を中心とした半径８メートルの円内で，かつ，柱から２メ

ートル程度以上離れた場所）に誘導し，姿勢を低くした状態で待機するよう

指示し，かつ，Ｔに対し，同試合の開始の延期を申し入れて協議の上，更に

安全空間に生徒らを退避させる方法を検討，準備するなどの措置を執るなど

の落雷事故発生の回避のための措置を執ることなく，漫然と同試合に控訴人

Ｘ１を出場させ，その結果，同控訴人を本件落雷事故に遭わしめた過失があ

るものというべきである。

したがって，被控訴学校は，本件落雷事故について，Ｃ教諭の使用者とし

て，民法７１５条に基づき不法行為責任（使用者責任）を負うものというべ

きである。

２ 争点２（被控訴協会の主催者性）について

本件大会の開催(１)

証拠（甲８，丙２，丁１ないし９，１２，１３，１５，１６，１９，原審

証人Ｌ４，１審被告Ｚ本人）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実を認める

ことができる。

被控訴協会は，市民の体位の向上と正しいスポーツの普及を通じ競技力の
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向上を行い，併せてアマチュアスポーツ精神の高揚を図り，もってスポーツ

振興に寄与することを目的とし，この目的を達成するため，市民大会，講習

会等スポーツに関する行事の開催，スポーツ関係諸団体との連絡協調等の事

業を行う財団法人である。同被控訴人には，理事が１０名以上１５名以内，

監事が２名又は３名，評議員が３０名以上５０名以内置かれ，理事が理事会

を，評議員が評議員会を構成する。同被控訴人は，その目的に賛同しその事

業を援助する団体で，かつ理事会及び評議員会で承認された高槻市における

アマチュアスポーツ団体を加盟団体としている。

サッカー連盟は，高槻市におけるサッカーの普及と技術の向上を図り，加

盟団体相互間及び全国サッカー関係者との親睦を図ることを目的とし，各種

サッカー大会の主催及び主管並びに後援，サッカーの振興普及及び指導者の

育成，その他前記目的を達成するために必要な事業を行う団体であり，いわ

ゆる権利能力なき社団である。同連盟には，会長１名，副会長若干名，理事

長１名，副理事長及び理事が若干名置かれ，意思決定機関として理事会があ

る。同連盟は，同市内のサッカーチームを加盟団体とし，５つの部（社会人

の部，高校の部，中学の部，少年の部，女子の部）に別れて活動している。

同連盟は，被控訴協会の加盟団体となっている。

サッカー連盟を含む被控訴協会の加盟団体がその体育活動を行う際には毎

年度当初に年間事業計画を同被控訴人に提出し，同被控訴人がこれを自らの

主催事業として高槻市教育委員会に後援依頼申請をし，同委員会がこれを受

けて後援許可通知書を発行することになっていた。同連盟の体育活動は対外

的にはすべて同被控訴人の加盟団体として実施しており，同連盟には同被控

訴人と関係のない独自の活動は存在しなかった。

サッカー連盟は，昭和６２年以降，高校生の世代におけるサッカーの競技

力向上，選手の交流，指導者間の情報交換等を目的として，フェスティバル

（Ｂフェスティバル）を開催していた。平成８年に開催された本件大会につ
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いても，年間事業計画に組み込み，被控訴協会に提出していた。同連盟は，

フェスティバルの開催に当たり，上記５つの部のうち高校の部に所属する高

槻市内の高等学校のサッカー部の担当教諭を中心として実行委員会を結成さ

， ， 。せ フェスティバルの企画運営に当たらせており 本件大会も同様であった

被控訴協会は，サッカー連盟の要請に応じて，本件大会のパンフレットに

主催者として「財団法人Ｙ２協会サッカー連盟」を掲げ，本件大会のため高

槻市から本件運動広場の貸与を受けることを了承した。

以上のとおり認められる。

上記認定事実，特に被控訴協会及びサッカー連盟の団体としての性質，両

者の関係，同連盟の体育活動が対外的にはすべて同被控訴人の加盟団体とし

て実施しており，同連盟には同被控訴人と関係のない独自の活動は存在しな

かったこと，同連盟が体育活動を行う際には毎年度当初に年間事業計画を同

被控訴人に提出し，同被控訴人がこれを自らの主催事業として高槻市教育委

員会に後援依頼申請をし，同委員会がこれを受けて後援許可通知書を発行す

ることになっており，本件大会も同様であったこと，本件大会においても同

被控訴人が会場を借り受け，主催者として名を掲げることについて了承して

いることなどからすれば，同被控訴人は，その加盟団体であり権利能力なき

社団である同連盟に，本件実行委員会を設置させて本件大会を開催したと認

めることができる。

本件大会の主催者(２)

前記 認定のとおり，被控訴協会がその加盟団体であり権利能力なき社団(１)

であるサッカー連盟に本件実行委員会を設置させて本件大会を開催したこと

に加えて，前記第２の３ イのとおり，高槻市から本件運動広場の貸与を受(２)

けていたのは同被控訴人であったこと，同アのとおり，本件大会のパンフレ

ットには，主催者として「財団法人Ｙ２協会サッカー連盟」という名称が記

載されていたことによれば，特段の事情のない限り，同被控訴人が本件大会
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の主催者であると推認される（本件における上告審判決 。）

特段の事情の有無(３)

被控訴協会は，前記第３の２ のとおり，前記 の特段の事情がある旨主(２) (２)

張するが，下記アないしオのとおり採用できない。

ア 被控訴協会は，前記第３の２ アのとおり，本件大会はサッカー連盟の(２)

構成員である高槻市内の公私の高校のサッカーチームの監督ら（高校教諭

ら）が自ら委員となって開催し，運営した旨主張し，同被控訴人による開

催を否定するが，前記 説示のとおり，同被控訴人は，その加盟団体であ(１)

り権利能力なき社団である同連盟に，本件実行委員会を設置させて本件大

会を開催したと認めることができるから，本件大会の開催，運営の現場を

高校のサッカーチームの監督ら（高校教諭ら）が担ったとはいえても，同

人らが大会の主催者であるとはいえないところであり，上記主張は採用で

きない。

イ 被控訴協会は，前記第３の２ イのとおり，同被控訴人がサッカー連盟(２)

等の各スポーツ連盟の活動に対する関与は事務的形式的なものにすぎず，

本件大会についても人的，組織的，資金的関与は全くなかった旨主張する

が，前記 認定の同被控訴人及びサッカー連盟の団体としての性質，両者(１)

の関係，同連盟の体育活動が対外的にはすべて同被控訴人の加盟団体とし

て実施しており，同連盟には同被控訴人と関係のない独自の活動は存在し

なかったこと，同連盟が体育活動を行う際には毎年度当初に年間事業計画

を同被控訴人に提出し，同被控訴人がこれを自らの主催事業として高槻市

教育委員会に後援依頼申請をし，同委員会がこれを受けて後援許可通知書

を発行することになっており，本件大会も同様であったこと，本件大会に

おいても同被控訴人が会場を借り受け，主催者として名を掲げることにつ

いて了承していることなどに照らせば，同被控訴人の本件大会に対する関

与が事務的形式的なものとはいい難い上に，本件大会の開催運営に当たっ
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て同被控訴人が指示をしたり人を派遣したり資金を供与したりしていない

としても，そのことから直ちに同被控訴人が本件大会の主催者であるとの

前記推認を妨げるに足りる特段の事情があるとはいえない。

ウ 被控訴協会は，前記第３の２ ウのとおり，同被控訴人が高槻市に本件(２)

運動広場の貸与許可申請をしたのは手続の錯綜を回避する趣旨による名目

上の事務手続の一環にすぎず，サッカー連盟の貸与申請手続を代行したの

みで，実質的な同広場の被貸与者は同連盟である旨主張するが，前記 説(１)

示のとおり，同被控訴人は，その加盟団体であり権利能力なき社団である

同連盟に，本件実行委員会を設置させて本件大会を開催したと認めること

ができるところであり，同被控訴人が同連盟の貸与申請事務を代行したの

みで，実質的な同広場の被貸与者は同連盟であるとはいえない。

エ 被控訴協会は，前記第３の２ エのとおり，本件大会のパンフレットの(２)

「 」 ，財団法人Ｙ２協会サッカー連盟 の記載は主催者が同被控訴人ではなく

サッカー連盟であることを示すためのものである旨主張するが，上記記載

から直ちにその旨を読み取ることは困難である。また，本件大会への参加

依頼のための文書である「第１０回Ｂフェスティバル開催について」と題

（ ） 「 」 ，する書面 丁１５ が Ｄサッカー連盟 の名義で作成されていることが

同連盟が本件大会の主催者であることの証左である旨，高槻市も本件大会

は同連盟が主催している旨認識していた旨主張するが，前記 認定の事実(１)

関係の下においては，上記文書や高槻市の認識があるからといって，同被

控訴人が本件大会の主催者であるとの前記推認を妨げるに足りる特段の事

情とすることはできない。

オ 他に被控訴協会が本件大会の主催者であるとの前記推認を妨げるに足り

る特段の事情を認めるに足りる証拠はない。

３ 争点３（被控訴協会ないしＴその他本件大会運営担当者の注意義務違反）に

ついて
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予見義務(１)

被控訴協会が本件落雷事故発生を予見すべき義務があり，これに基づいて

結果を回避することができたかという点について検討する，

ア 事実関係

本件落雷事故発生時の状況及び落雷事故発生の危険性に関する科学的知

見は前記１ ア，イのとおりである。(１)

被控訴協会は，市民の体位の向上と正しいスポーツの普及を通じ競技力

の向上を行い，併せてアマチュアスポーツ精神の高揚を図り，もってスポ

， ， ，ーツ振興に寄与することを目的とし この目的を達成するため 市民大会

講習会等スポーツに関する行事の開催，スポーツ関係諸団体との連絡協調

等の事業を行う財団法人であること，同被控訴人の加盟団体であるサッカ

ー連盟は，高槻市におけるサッカーの普及と技術の向上を図り，加盟団体

相互間及び全国サッカー関係者との親睦を図ることを目的とし，各種サッ

カー大会の主催及び主管並びに後援，サッカーの振興普及及び指導者の育

成，その他前記目的を達成するために必要な事業を行う団体であり，いわ

ゆる権利能力なき社団であること，同被控訴人は同連盟に本件実行委員会

を設置させて主催者として本件大会を開催したこと，本件大会は，高校生

の世代におけるサッカーの競技力向上，選手の交流，指導者間の情報交換

等を目的として開催され，同連盟はその開催に当たり同連盟の高校の部に

所属する高槻市内の高校のサッカー部の担当教諭を中心として実行委員会

を結成し，企画運営に当たらせたことは，前記２ ， のとおりである。(１) (２)

本件大会には全国から６２チームが参加したが，その大半は高校のクラ

ブ活動であったことは前記第２の３ イのとおりである。(２)

ＴはＩ１高校の体育教諭で「Ｇチーム」の監督であったが，同チームの

試合の指揮は同チームの他のコーチに任せ，本件実行委員会から依頼を受

けて本件運動広場のＢコートの会場担当者として同コートの整備や試合の
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進行管理その他雑用等に当たっていたことは，前記第２の３ エのとおり(２)

である。

イ 落雷事故発生の危険性の予見可能性及び予見義務

前記ア認定の事実関係からすれば，本件大会の主催者である被控訴協会

ないしＴその他本件大会運営担当者は，本件大会が，高等学校における教

育活動の一環として行われる課外のクラブ活動の参加により成り立ってい

ることからすれば，本件大会に参加する生徒の安全に関わる事故の危険性

をできる限り具体的に予見し，その予見に基づいて当該事故の発生を未然

に防止する措置を執り，本件大会に参加する生徒を保護すべき注意義務を

負うものというべきである。

そして，落雷による死傷事故は，平成５年から平成７年までに全国で毎

年５ないし１１件発生し，毎年３ないし６人が死亡しており，また，落雷

事故発生の危険性に関しては，平成８年までに前記１ イのとおり文献上(１)

の記載が多く存在していたのであり，さらに，本件運動広場のＢコートに

おけるＡ高校の第２試合の開始直前ころには，同広場の南西方向の上空に

は黒く固まった暗雲が立ち込め，雷鳴が聞こえ，雲の間で放電が起きるの

が目撃されていたというのであるから，上記雷鳴が大きな音ではなかった

としても，同コートの会場担当者であり高校教諭としてサッカーの指導に

も当たっていたＴとしては，上記時点ころまでには落雷事故発生の危険が

迫っていることを具体的に予見することが可能であったというべきであ

り，また，予見すべき注意義務を怠ったものというべきである。このこと

は，たとえ平均的なスポーツ指導者において，落雷事故発生の危険性の認

識が薄く，雨がやみ，空が明るくなり，雷鳴が遠のくにつれ，落雷事故発

生の危険性は減弱するとの認識が一般的なものであったとしても左右され

るものではない。なぜなら，上記のような認識が，平成８年までに多く存

在していた落雷事故発生の危険性に関する上記文献上の記載と相いれない
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ものであり，当時の科学的知見に反するものであって，その指導監督に従

って行動する生徒を保護すべきクラブ活動の担当教諭でありかつクラブ活

動チームによるサッカー競技大会である本件大会の会場担当者である者の

注意義務を免れさせる事情とはなり得ないからである。

本件落雷事故発生の回避措置及び回避可能性(２)

次に，Ａ高校の第２試合の開始直前ころまでに，Ｔが落雷事故発生の危険

を具体的に予見していたとすれば，どのような措置を執ることができたか，

同人がその措置を執っていたとすれば，本件落雷事故の発生を回避すること

ができたかについて検討する。

前記１ アの本件落雷事故発生当時の本件運動広場の状況等，同イの落雷(２)

に対する安全対策に関する科学的知見を前提とすれば，本件運動広場におい

ては，各コンクリート製柱を中心とした半径８メートル（同柱の高さに相当

する ）の円内で，かつ，柱から２メートル程度以上離れた部分が避雷のた。

めの保護範囲となり，この範囲内にとどまる限り，落雷の直撃に遭う危険性

はかなりの程度軽減されることが明らかであり，また，コンクリート製柱は

同広場の外周の東側，北側，西側に１０ないし１１メートルの間隔をもって

合計５０本が存在していたことからすると，これにより形成される保護範囲

は相当広範囲に及び，Ａ高校の第２試合開始直前ころ同広場にいた約２００

名の生徒ら全員が一時的にしゃがむなどしてとどまり，避雷する場所として

は十分な面積があったものということができ，Ｂコートの会場担当者であり

「Ｇチーム」の監督であるＴとしては，同コートで開始直前の試合の対戦相

手であるＡ高校の監督であるＣ教諭に対し，試合の延期や中止の場合の通例

に従って，落雷の危険が去るまで同試合の開始を延期することを申し入れて

協議をし，他校の生徒らについても同様に保護範囲に避難させるなどの措置

を執り，天候の変化に注目しつつ，更に安全空間への退避の方法についても

検討するなどの措置を執ることが可能であり，そうしていれば，同試合開始
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後間もなく発生した本件落雷事故を回避できたものといえる。

補足(３)

被控訴協会は，前記第３の３ のとおり，被控訴協会ないしＴその他本件(２)

大会運営担当者が本件落雷事故を回避することはできなかった旨主張する

が，下記ア，イのとおり，いずれも採用できない。

ア 被控訴協会は，前記第３の３ アのとおり，被控訴学校と被控訴協会と(２)

ではＡ高校の在学生である控訴人Ｘ１に対する注意義務が同程度ではあり

得ない旨，本件大会における試合の延期や中止は対戦相手の監督同士の話

合いに任せられており，同被控訴人には中止権限がなく，試合が複数の会

場で行われている以上，本件大会運営担当者が協議することは不可能であ

る旨主張する。

しかし，被控訴協会が控訴人Ｘ１に対する関係において被控訴学校とは

立場を異にすることは明らかであるとしても，本件大会は，計６２チーム

が参加し，その大半が高校のクラブ活動であり，サッカー連盟の高校の部

に所属する高槻市内の高等学校教諭を中心として結成された本件実行委員

会により企画運営されていたことを考慮するならば，その開催中に生じる

事故を専ら参加者である学校側の自己責任に属する問題にすぎないものと

位置付けるのは相当でなく，同被控訴人は，主催者として本件大会に参加

する生徒の安全に関わる事故の危険性をできる限り具体的に予見し，その

予見に基づいて当該事故の発生を未然に防止する措置を執り，本件大会に

参加する生徒を保護すべき注意義務を負うものというべきである。また，

本件大会における試合開始の延期や中止の判断に主催者側（具体的には実

行委員会からの依頼を受けた会場担当者）が関与することができたことは

前記１ アのとおりであるほか，生徒に危険が及んでいるのに試合を中止(２)

する権限が同被控訴人にないことを首肯させるような事実を認める証拠は

なく，さらに，試合が複数会場で行われているからといって，Ｔが自ら会
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場担当者となっているＢコートにおける試合について，上記注意義務を免

れるべき事由とはなし難い。上記主張は理由がない。

イ 被控訴協会は，前記第３の３ イのとおり，Ａ高校の第２試合開始直前(２)

ころである午後４時３０分ころから本件落雷事故の発生した午後４時３５

分ころまでのわずか５分間で，本件運動広場の約２００人もの生徒らに落

雷の危険性や保護範囲について理解させた上，保護範囲に誘導することは

到底不可能であり，また，生徒らが避雷法に関する保護範囲を知っている

わけではなく，生徒らをコンクリート製柱の脇にしゃがませることも困難

であり，さらに，その後退避すべき安全空間及びそこへの移動手段を確保

するのも困難であるほか，保護範囲の安全性が１００パーセントでないな

どと主張する。

しかし，これらの点に関しては，前記１ イ，ウ，カの説示がＴについ(３)

ても妥当するものというべきであり，上記主張は理由がない。

被控訴協会の責任(４)

前記 ないし によれば，Ｂコートの会場担当者であったＴは，Ａ高校の(１) (３)

第２試合開始直前ころまでには本件落雷事故発生の危険が迫っていることを

具体的に予見することが可能であり，これを予見すべき注意義務があったに

もかかわらず，これを怠り，同コートで同試合に出場するチームに属する生

徒らを保護範囲（本件運動広場外周に存するコンクリート製柱を中心とした

半径８メートルの円内で，かつ，柱から２メートル程度以上離れた場所）に

， ， ， ，誘導し 姿勢を低くした状態で待機するよう指示をし かつ Ｃ教諭に対し

同試合の開始の延期を申し入れてその間により安全な場所に生徒らを待避さ

せる方法を検討，準備するなどの落雷事故発生の回避のための措置を執るこ

ともなく，漫然と同試合を開始するに任せ，その結果，同試合に出場した控

訴人Ｘ１を本件落雷事故に遭わしめた過失があるものというべきである。

そして，被控訴協会は，本件大会の主催者としてＴにＢコートの会場担当
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者としての業務をなさしめていたものであるから，同人の使用者として，本

件落雷事故について，民法７１５条に基づき不法行為責任（使用者責任）を

負うものというべきである。

４ 争点４（損害）について

控訴人Ｘ１の治療経過等(１)

， （ ， ， ， ，前記第２の３ で認定した事実に加え 証拠 甲２９ ８６ ８７ ９６(４)

９９，１１２ないし１１４，１３７，３１８，３７１，３７２，３７４ない

し３８１，３９０，３９５，原審＜第１，第２回＞及び差戻後の当審におけ

る控訴人Ｘ２本人，原審及び差戻後の当審における控訴人Ｘ３本人）並びに

弁論の全趣旨によれば次の事実を認めることができる。

ア 控訴人Ｘ１は，平成８年８月１３日から９月９日まで，Ｊ救命救急セン

ターに入院した（入院日数２８日 。入院当初（同年８月１３日午後４時）

５７分ころ ，同控訴人は心肺停止状態であり，救命処置により同日午後）

５時３０分ころ自発呼吸を再開したが，刺激に全く反応せず，救命できる

かどうか予断を許さない状況であった。同月２２日ころ四肢の動きは皆無

であるが，刺激に対して開眼が見られるようになり，同センターは同控訴

人の母である控訴人Ｘ２の付添いの下リハビリ治療を開始した （甲３７。

１）

控訴人Ｘ１は平成８年９月９日Ｍ１病院に転院したが，その際のＪ救命

救急センターの診断名は，雷撃症（傷 ，心筋障害（下壁 ，蘇生後脳症で） ）

あり，身体の回復状況は，上肢の動きは軽度にあるが，発語はなく，指示

には応えられない，痛み刺激に対して嫌な顔をしたり，払いのけるような

動作をする，下肢は足趾を動かすが，膝の屈曲は認めない，移動は全介助

で車いすにより可能という程度であった （甲３７１，３７２）。

イ 控訴人Ｘ１は，平成８年９月９日から平成９年４月１７日まで，Ｍ１病

院に入院した（入院日数２２１日 。控訴人Ｘ２は，積極的に控訴人Ｘ１）
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の身体を動かす等のリハビリに取り組み，話しかける等の働きかけを続け

た。運動レベルに改善の傾向が見られ，当初全身硬直状態であったのが徐

々に身体が動くようになり，平成８年９月１７日には名前の呼びかけに反

応するようになり，翌１８日には自発開眼するようになったが，未だ呼び

， （ ，かけに対する注視はできず 皮質盲 脳の後頭葉有線領皮質に障害があり

， ） 。視覚路 視覚器が正常であるのに視覚を喪失している状態 と診断された

同年１０月１１日ころから発語もみられるようになり，徐々に発語の語彙

も増え，たどたどしいながら簡単な会話もできるようになっていった。退

院するころには，運動障害は顕著であるが，わずかに車いすに座って背筋

を伸ばす姿勢をとることができ，座ったまま右足で軽くボールを蹴るくら

いの動作程度ならできるようになった。歩行は不能で，視力はなく，色や

形はぼんやりと分かる程度で，日常生活動作については，パンなど手で持

って食べられるものは手渡されるとなんとか食べることができるようにな

り，排泄はナースコールをして便器を使用するが，時に間に合わないこと

もあり，更衣，歯磨き，入浴，移動などは全介助を要する状態であった。

（甲３７２）

Ｍ１病院のＮ１医師は，平成９年３月４日，控訴人Ｘ１につき，診断日

を同年２月２４日とし 「傷病名」欄に「蘇生後脳症，電撃脳脊髄損傷」，

と 「症状固定日」欄に「平成９年２月２４日」と 「自覚症状」欄に「目， ，

が見えない，両方の手足が動かない，手足の感覚が鈍い，歩けない，言葉

がしゃべりにくい」と 「他覚症状および検査結果，精神・神経の障害」，

欄に「意識は清明であるが，視力は両眼光覚のみである。構語障害（特に

舌音）あり四肢不全麻痺（下肢に強い）を認める。座位は体固定が十分で

なく，端座位保持も数分しかできず，立位は不能。両側上肢に不随意運動

がみられ，四肢の深部知覚障害がみられる 」等と 「障害内容の増悪・緩。 ，

解の見通しなど」欄に「症状固定と思われる」と記載した後遺障害診断書
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を作成した（甲２９ 。上記診断書は，同医師が被控訴協会関係者のＬ４）

から損害保険金の請求のために必要であるとの依頼を受けて作成したもの

である（甲８６，８７ 。同じころ同医師は，Ｏ１保険会社あて同月２０）

日付け診断書及びＯ２保険会社あて同年３月４日付け診断書を作成した

が，これらにはいずれも治療継続中の旨記載していた（甲３７２ 。）

ウ 控訴人Ｘ１は，平成９年４月１７日から平成１０年３月１４日まで，Ｍ

２病院に入院した（入院日数３３２日 。同病院入院中における理学療法）

（ＰＴ ，作業療法（ＯＴ ，言語療法（ＳＴ）等により，同控訴人は，退） ）

院時には，意識清明，コミュニケーション構音障害（発音の障害，吃様）

あり，知能面での著明な低下なし，しかし記銘力低下を軽度認める，皮質

盲は重度の物体失認，手動弁，色弁別可，四肢測定障害あり，体幹失調あ

り，下肢間接位置覚あり，寝返り，起き上がりは自立，端座位安定，プッ

シュアップで位置を換える，移動は移動バーを用いて監視，車いすの駆動

は両上肢にて可，設定された空間内での移動は可，四つ這いは可で屋内移

動手段となり得る，歩行はバランス悪く全介助，振り出しは自立，食事自

立，排泄，トイレ，肛門処理は介助，更衣は上着は自立，ズボンは介助，

入浴介助，洗顔自立，その他の日常生活動作は一部介助という状態にまで

改善した （甲３７４，３９０）。

エ 控訴人Ｘ１は，控訴人Ｘ２等の付添いにより，平成９年１０月１４日か

ら１７日にかけて，Ｍ３病院，Ｍ４病院，Ｍ５病院，再度Ｍ３病院を受診

し，同月１８日帰宅し，平成１０年１月７日，Ｍ４病院及びＭ６病院を受

診した（甲９６，１１２，１１４ 。）

控訴人Ｘ２は，控訴人Ｘ１の治療方法について相談するため，平成９年

１１月２７日，Ｍ６病院等を訪問した（甲９６，１１３ 。）

オ 控訴人Ｘ１は，Ｍ２病院を退院した後，在宅で介護を受けつつ，これま

でに改善した身体機能の維持とともに，更なる改善のため，Ｍ７クリニッ
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クに通院してリハビリ（ＰＴ，ＯＴ，ＳＴ）を継続した（甲３７５ 。ま）

た，次のとおり，Ｍ２病院に計１５回，短期入院（ショートステイ）した

（甲３７６ 。）

① 平成１０年５月１４日から同月１８日まで（入院日数５日）

② 同年６月２５日から同月２８日まで（同４日）

③ 同年８月７日から同月９日まで（同３日）

④ 同年１０月２日から同月１２日まで（同１１日）

⑤ 平成１１年１月６日から同月１１日まで（同６日）

⑥ 同年５月２４日から同月２９日まで（同６日）

⑦ 同年７月１９日から同月２６日まで（同８日）

⑧ 同年８月２６日から同年９月２日まで（同８日）

⑨ 同年１０月４日から同月１１日まで（同８日）

⑩ 同年１２月１８日から同月２７日まで（同１０日）

⑪ 平成１２年４月１４日から同月２４日まで（同１１日）

⑫ 平成１２年１０月２５日から同月３０日まで（同６日）

⑬ 平成１３年１月５日から同月１４日まで（同１０日）

⑭ 平成１３年３月１９日から同月３１日まで（同１３日）

⑮ 平成１６年１２月２４日から平成１７年１月１１日まで（同１９日）

， ， ，カ 被控訴学校は 控訴人Ｘ１について 平成９年４月及び平成１０年４月

いずれもＡ高校１年の留年扱いとした。同控訴人は，同年６月ころから同

年９月ころまで，何とか勉学を続けたいとの思いから，在宅介護を受けな

がら，時間を割いて，控訴人Ｘ２の付添いの下，同校に赴き，授業を聴講

するなどしたが，目も見えず，四肢不全麻痺等で日常動作もままならない

ため，容易には付いていけなかった（甲９６，９９ 。同被控訴人は，平）

成１１年３月末日をもって，控訴人Ｘ１をＡ高校から除籍した。

， ， ，キ Ｍ７クリニックのＮ２医師は 平成１４年７月５日 控訴人Ｘ１につき
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「傷病名」欄に「落雷による脳損傷」と 「障害状況の詳細」欄に「皮質，

盲の為，重度の視覚認知障害を認める。かろうじて色覚が認知できること

もあるが，形態や遠近感は認知できない。四肢不全麻痺，深部知覚障害に

より，立位には支持を要し，歩行は歩行器を使用して，介助～見守りレベ

ルであり，実用性はない。注意障害，記憶障害を主体とした高次脳機能障

。 ， 。」 ，害を認める 全体として認知機能 身体機能ともに重度障害である と

「症状固定日」欄に「平成１４年６月２６日」と記載した証明書を作成し

た。上記証明書は，Ａ高校校長が同控訴人の本件落雷事故による傷病，障

害につきＰセンターの共済給付金の支払を請求するための障害報告書に付

属するものとして作成されたものである （甲１３７）。

ク 控訴人Ｘ１は，平成１６年４月７日Ｋ盲学校に入学し，平成１７年４月

から１２月まで同校の寮に入寮し，毎週月曜日朝から金曜日夕方まで寮で

過ごし，土日に帰宅する生活をした後，Ｍ８病院に入院等のため，同月休

学した （甲３１７，３１８，３８１，３９５）。

ケ 控訴人Ｘ１は，リハビリのため，平成１６年２月以降，次のとおり，Ｍ

８病院に計５回入院した（甲３７７ないし３８１ 。）

① 平成１６年２月４日から同月１０日まで（入院日数７日）

② 同年３月１５日から同年４月４日まで（入院日数２１日）

③ 同年７月２９日から同年８月２７日まで（入院日数３０日）

④ 平成１７年７月１９日から同年８月２４日まで（入院日数３７日）

⑤ 平成１７年１２月５日から平成１８年１０月１７日まで（入院日数３

１７日）

上記入院中，控訴人Ｘ１は，作業療法，理学療法，言語療法等を受け，

その結果，その身体機能等に更に改善が見られ，車いすによる移動につい

ては，病院内の地図の理解には特に問題がなく，人通りの多い場所での安

全確認については繰り返し練習が必要であり，自分から声をかけることが
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できない，メンタルマップを描いて移動することはできている，日常生活

動作については洗濯は単独でできるようになっている，触覚による探索は

特に問題がない，パソコンについては，アルファベット，数字，記号の入

力は更に上達し，特殊音はまだあまり慣れておらず，Ctrl＋Altをうまく

押せないことがあるが，キーの位置は理解しており，入力は，濁音・拗音

・促音ともに特に問題ない等と評価されるまでに至った （甲３８１）。

， ，コ 控訴人Ｘ１は 平成１８年１０月２３日からＭ９センターに入所した後

平成１９年４月，Ｋ盲学校に復学し，前記クと同様の入寮生活を送ってい

る。同校を平成２１年３月に卒業する予定であり，その後は大学に進学し

たいと考えている。

サ 東京都渋谷区所在のＭ１０病院のＮ３医師は，平成９年４月１７日当時

Ｍ２病院に勤務していたことから，控訴人Ｘ１の同病院入院当初からその

リハビリに当たり，その後，平成１４年にＭ１０病院に勤務するようにな

っていたものであるが，平成１８年１１月２９日同控訴人を診察し，次の

ように診断した。すなわち，同控訴人には，それまでのリハビリの成果に

より，遂行性機能障害，意欲発動性の低下，皮質盲等の高次脳機能障害に

ついては若干の改善が認められ，体幹機能については，一部支えのある状

態ではあるものの自力で立位し，立位姿勢を保持できるなど顕著な改善が

認められ，日常会話等においても，反応遅延は認められるものの改善が認

められる。これまでのリハビリの経過や同控訴人の年齢からすると，積極

的なリハビリを実施することにより，今後も数年間は効果を上げることが

期待できるが，受傷から既に１０年以上経過していることからすれば，今

後明らかな改善は期待できず，一度獲得した身体機能も，生活パターンの

変化や体調不良が長引くなどして，減退することも予想されるため，積極

的リハビリを終了した後は，獲得した身体機能が減退することのないよう

維持的なリハビリを将来にわたって継続する必要があり，３か月に一度程
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度定期的にリハビリ専門医の診断を受けて能力の減退が認められた場合に

は，必要に応じたリハビリを集中的に実施するのがよいと考えられる（な

お，維持的リハビリとして，１か月に１度は理学療法士，作業療法士，言

語療法士による障害の評価を行い，適切な日常生活上のアドバイスを受け

ることが必要である 。今後の介護については，視覚面での皮質盲，四肢。）

運動失調等の身体機能面での障害が残存しており，そのため，目の前に障

害物があっても認識できないなど，行動する際に存在する障害を除去する

ことができず，日常生活動作の中で，物を落としたりしていてもそれに気

が付くことができず，危険に気付いたとしても，行動の修正を自ら行うこ

とができないなどの問題があるが，皮質盲や体幹機能障害に関しては今後

の大幅な改善は期待できないので，上記問題を克服することは極めて困難

である。今後も，食事，衣服着脱，入浴，車いす移乗，パソコンの設置，

外出，時間管理，予定管理，危機管理等の主要な日常生活動作について，

介助，声かけ，監視等が必要であり，その他ほとんどの日常生活動作につ

いて何らかの援助が必要である （甲３５０，３９０）。

控訴人Ｘ１の後遺障害等(２)

前記 認定の控訴人Ｘ１の受傷の部位，程度，その治療及びリハビリの経(１)

過，それによる身体機能改善の程度，限界，残存する身体機能障害の状況，

介護の必要，程度，本件落雷事故からの経過年数，同控訴人の年齢，今後の

改善の見込み等を総合すると，同控訴人の本件落雷事故による受傷による症

状は，重度の視力障害及び体幹機能障害等の後遺障害を残す状態で平成１８

年１２月１日には固定したものと認めるのが相当であるところ，上記後遺障

害の内容程度からして，終生その労働能力は１００パーセント喪失されたも

のと認めるのが相当である。

ところで，前記 イ認定のとおり，Ｍ１病院のＮ１医師は，平成９年３月(１)

４日，控訴人Ｘ１につき同年２月２４日の診断に基づく同日症状固定と思わ
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れる旨の記載のある後遺障害診断書（甲２９）を作成しているが，上記診断

書は，同医師が被控訴協会関係者のＬ４から損害保険金の請求のために必要

であるとの依頼を受けて作成したものであり，同じころ同医師は，Ｏ１保険

会社あて同月２０日付け診断書及びＯ２保険会社あて同年３月４日付け診断

書を作成したが，これらにはいずれも治療継続中の旨記載していたことに加

， ， ，えて 前記 ウないしサ認定のとおり その後も同控訴人はリハビリを続け(１)

身体機能等にかなりの改善が見られた事実からして，上記診断書の作成当時

に実際に症状が固定していたとはいい難く，上記診断書の存在をもって，前

記認定判断を左右するには足りない。

また，前記 キ認定のとおり，Ｍ７クリニックのＮ２医師は，平成１４年(１)

７月５日，控訴人Ｘ１につき同年６月２６日症状固定とする証明書（甲１３

７）を作成しているが，上記証明書は，Ａ高校校長が同控訴人の本件落雷事

故による傷病，障害につきＰセンターの共済給付金の支払を請求するための

障害報告書に付属するものとして作成されたものであることや，前記 ケな(１)

いしサ認定のとおり，その後も同控訴人はリハビリを続け，身体機能等にか

なりの改善が見られた事実からして，上記診断書の作成当時に実際に症状が

固定していたとはいい難く，上記証明書の存在をもって，前記認定判断を左

右するには足りない。

控訴人Ｘ１の逸失利益(３)

控訴人Ｘ１は，本件落雷事故当時Ａ高校に在籍していたところ，Ａ高校の

（ ，卒業生はその大部分が４年制大学に進学していた実情にあること 甲３３６

３３７ ，同控訴人の両親であるＸ４及び控訴人Ｘ２並びに兄である控訴人）

（ ， ） ，Ｘ３はいずれも４年制大学を卒業していること 甲９６ ９９ に照らすと

控訴人Ｘ１もまた本件落雷事故に遭わなければ４年制大学に進学し，卒業し

， （ ）た蓋然性が高いから その大学卒業年の就職時期である平成１５年 ２２歳

４月から６７歳になる平成６０年３月までの４５年間は稼働可能であったも



47

のと認めるのが相当である。

， ，前記 認定のとおり 控訴人Ｘ１の本件落雷事故による受傷による症状は(２)

重度の視力障害及び体幹機能障害等の後遺障害を残す状態で平成１８年１２

月１日には固定し，当該後遺障害により終生その労働能力を１００パーセン

ト喪失したものであるところ，同月までの治療やリハビリの経過に照らし，

大学卒業年の就職時期である平成１５年４月から上記症状固定時期である平

成１８年１２月１日までの間も就労が不可能であったことは明らかであるか

ら，同控訴人の同事故による受傷を原因とする平成１５年４月から平成６０

年３月までの４５年間就労できないことによる逸失利益は，平成１５年賃金

センサス第１表企業規模計，産業計男子労働者大卒全年齢平均年収である６

５８万７５００円に稼働可能年数４５年に対応する中間利息控除のためのラ

イプニッツ係数１７.７７４１を乗じて得た１億１７０８万６８８４円（円

未満四捨五入。以下同じ）と認めるのが相当である（別紙損害一覧表の「当

裁判所の判断」欄の「控訴人Ｘ１」欄の「逸失利益」欄のとおり 。。）

控訴人Ｘ１の治療関連費(４)

控訴人Ｘ１の治療関係費に関する認定判断は，別紙損害一覧表の「当裁判

所の判断」欄の「控訴人Ｘ１」欄の「治療関係費」欄のとおりである。

控訴人Ｘ１のための自宅改造費(５)

控訴人Ｘ１のための自宅改造費に関する認定判断は 別紙損害一覧表の 当， 「

裁判所の判断」欄の「控訴人Ｘ１」欄の「自宅改造費」欄のとおりである。

控訴人Ｘ１の将来介護費(６)

前記 サのとおり，控訴人Ｘ１には，高次脳機能障害，皮質盲，四肢運動(１)

失調等の重度の後遺障害があり，日常生活動作の大部分に介助を要し，目の

前に障害物があっても認識できないなど，行動する際に存在する障害を除去

することができず，日常生活動作の中で，物を落としたりしていてもそれに

気が付くことができず，危険に気付いたとしても，行動の修正を自ら行うこ
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とができないなどの問題があるが，皮質盲や体幹機能障害に関しては今後の

大幅な改善は期待できないので，上記問題を克服することは極めて困難であ

り，今後も，食事，衣服着脱，入浴，車いす移乗，パソコンの設置，外出，

時間管理，予定管理，危機管理等の主要な日常生活動作について，介助，声

かけ，監視等が必要であり，その他ほとんどの日常生活動作について何らか

の援助が必要であるから，同控訴人には，将来にわたり，常時の介護を要す

るものと認めるのが相当である。

控訴人Ｘ１の介護には今後も控訴人Ｘ２及び控訴人Ｘ３が当たることにな

るが，同控訴人は稼働して収入を得ており，他方，控訴人Ｘ２についても一

家の支柱であったＸ４が平成１９年９月７日死亡し，今後は稼働する必要が

あるため，昼間における控訴人Ｘ１の介護については職業介護者に頼らざる

を得ない状況にある （差戻後の当審における控訴人Ｘ２本人及び同控訴人。

Ｘ３本人）

なお，介護に要する費用を検討するに当たっては，控訴人Ｘ１については

常時介護を要するとはいえ，生活上の全場面について全介助を要するもので

はなく，自立している場面や一部介助で足りる場面が多いことも前記 サ認(１)

定のとおりであるから，この点もあわせ考慮することになる。

以上の諸事情を総合すると，控訴人Ｘ１の将来の介護費は，常時介護を前

提に，昼間８時間の職業介護者の費用として日額１万２０００円，家族介護

費用として日額６０００円と認め，年間３６５日として，平成１８年１２月

１日の症状固定時（２６歳）から７７歳までの５１年（第１８回生命表参考

表の２６歳男子の平均余命）に対応する中間利息控除のためのライプニッツ

係数１８.３３９０を乗じて得た１億２０４８万７２３０円と認めるのが相

当である 別紙損害一覧表の 当裁判所の判断 欄の 控訴人Ｘ１ 欄の 将（ 「 」 「 」 「

来介護費」欄のとおり 。。）

ホームエレベーターの将来の保守・点検・整備に要する費用(７)
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控訴人Ｘ１の身体障害に照らせば，同控訴人が自宅の２階に移動するには

ホームエレベーターを使用するほかないものと認められ，今後その保守・点

検・整備が必要というべきであるところ，甲３５８によれば，その保守・点

検・整備に要する費用は一括払いで年額３万１５００円であるから，ホーム

エレベーターの将来の保守・点検・整備に要する費用の現価は，上記年額に

平成１８年１２月１日の症状固定時（２６歳）から７７歳までの５１年（第

１８回生命表参考表の２６歳男子の平均余命）に対応する中間利息控除のた

めのライプニッツ係数１８.３３９０を乗じて得た５７万７６７９円と認め

（ 「 」 「 」るのが相当である 別紙損害一覧表の 当裁判所の判断 欄の 控訴人Ｘ１

欄の「ホームエレベーターの将来の保守・点検・整備に要する費用」欄のと

おり 。。）

控訴人Ｘ１の将来における日常生活用具・器械類の買換え費用(８)

将来における控訴人Ｘ１の日常生活用具・器械類の買換え費用に関する認

定判断は 別紙損害一覧表の 当裁判所の判断 欄の 控訴人Ｘ１ 欄の 将， 「 」 「 」 「

来における控訴人Ｘ１の日常生活用具・器械類の買換え費用」欄のとおりで

ある。

被控訴人らは，上記費用につき，これまで公的助成を受けることのできた

費用については，将来それが得られなくなるという確実性がない限り損害と

認めるべきでない等と主張するが，上記公的助成は行政の福祉施策によるも

のである上（甲３５９ないし３６１ ，助成を受けるのは将来においてであ）

って現時点においては現実に助成を受けているものではないのであるから，

将来もこれまでと同様の助成を受けることを前提としてその額を損害から控

除することは相当でないというべきである。上記主張は採用できない。

控訴人Ｘ１の将来におけるＥＰＡ－α購入費(９)

将来におけるＥＰＡ－α購入費に関する認定判断は 別紙損害一覧表の 当， 「

裁判所の判断」欄の「控訴人Ｘ１」欄の「将来におけるＥＰＡ－α購入費」
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欄のとおりである。

控訴人Ｘ１の将来におけるリハビリ及び検診費用(10)

控訴人Ｘ１が，本件落雷事故による受傷後，現在に至るまで，控訴人Ｘ１

は身体機能を回復し維持しているのは，リハビリテーションの効用による部

分が大きいものと認められ，将来も相当な範囲でリハビリテーションを受け

ることが身体機能維持のために必要かつ相当であることは，前記 ウないし(１)

サ認定のとおりであるところ，維持的リハビリとして１か月に１度は理学療

法士，作業療法士，言語療法士による障害の評価を行い，適切な日常生活上

のアドバイスを受けることとするのが相当である。

そして，脳血管疾患等リハビリテーション料は診療報酬としては１回７５

００円と評価されるから（甲３６２ ，その１２か月分である９万円に平成）

１８年１２月１日の症状固定時（２６歳）から７７歳までの５１年（第１８

回生命表参考表の２６歳男子の平均余命）に対応する中間利息控除のための

ライプニッツ係数１８.３３９０を乗じて得た１６５万０５１０円と認める

のが相当である（別紙損害一覧表の「当裁判所の判断」欄の「控訴人Ｘ１」

欄の「将来におけるリハビリ及び検診費用」欄のとおり 。。）

控訴人Ｘ１の慰謝料(11)

控訴人Ｘ１の慰謝料に関する認定判断は，別紙損害一覧表の「当裁判所の

判断」欄の「控訴人Ｘ１」欄の「慰謝料」欄のとおりである。

控訴人Ｘ１の損益相殺(12)

控訴人Ｘ１の損益相殺に関する認定判断は，別紙損害一覧表の「当裁判所

の判断」欄の「控訴人Ｘ１」欄の「損益相殺」欄のとおりである。

控訴人Ｘ１の弁護士費用(13)

控訴人Ｘ１の弁護士費用に関する認定判断は，別紙損害一覧表の「当裁判

所の判断」欄の「控訴人Ｘ１」欄の「弁護士費用」欄のとおりである。

控訴人Ｘ１の亡Ｘ４からの相続分(14)
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控訴人Ｘ１の亡Ｘ４からの相続分に関する認定判断は，別紙損害一覧表の

「当裁判所の判断」欄の「控訴人Ｘ１」欄の「亡Ｘ４からの相続分」欄のと

おりである。

控訴人Ｘ２の慰謝料(15)

控訴人Ｘ２の慰謝料に関する認定判断は，別紙損害一覧表の「当裁判所の

判断」欄の「控訴人Ｘ２」欄の「慰謝料」欄のとおりである。

控訴人Ｘ２の弁護士費用(16)

控訴人Ｘ２の弁護士費用に関する認定判断は，別紙損害一覧表の「当裁判

所の判断」欄の「控訴人Ｘ２」欄の「弁護士費用」欄のとおりである。

控訴人Ｘ２の亡Ｘ４からの相続分(17)

控訴人Ｘ２の亡Ｘ４からの相続分に関する認定判断は，別紙損害一覧表の

「当裁判所の判断」欄の「控訴人Ｘ２」欄の「亡Ｘ４からの相続分」欄のと

おりである。

控訴人Ｘ３の慰謝料(18)

控訴人Ｘ３の慰謝料に関する認定判断は，別紙損害一覧表の「当裁判所の

判断」欄の「控訴人Ｘ３」欄の「慰謝料」欄のとおりである。

控訴人Ｘ３の弁護士費用(19)

控訴人Ｘ３の弁護士費用に関する認定判断は，別紙損害一覧表の「当裁判

所の判断」欄の「控訴人Ｘ３」欄の「弁護士費用」欄のとおりである。

控訴人Ｘ３の亡Ｘ４からの相続分(20)

控訴人Ｘ３の亡Ｘ４からの相続分に関する認定判断は，別紙損害一覧表の

「当裁判所の判断」欄の「控訴人Ｘ３」欄の「亡Ｘ４からの相続分」欄のと

おりである。

まとめ(21)

以上によれば，控訴人Ｘ１の残損害額は前記 の逸失利益１億１７０８万(３)

６８８４円，前記 の治療関係費３０６２万５１８０円，前記 の自宅改造(４) (５)
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費１９３３万１７０７円，前記 の将来介護費１億２０４８万７２３０円，(６)

前記 のホームエレベーターの将来の保守・点検・整備に要する費用５７万(７)

７６７９円，前記 の将来における日常生活用具・器械類の買換え費用４２(８)

， ，３万６５５４円 前記 の将来におけるＥＰＡ－α購入費５９万４１８４円(９)

(10) (11)前記 の将来におけるリハビリ及び検診費用１６５万０５１０円及び前記

の慰謝料３５００万円の合計額３億２９５８万９９２８円から前記 の損益(12)

相殺額５４２６万８８０５円を控除し，前記 の弁護士費用２４００万円及(13)

び前記 の亡Ｘ４からの相続分８２万５０００円を加算して得た額３億００(14)

， ，１４万６１２３円となり 控訴人Ｘ２の損害額は前記 の慰謝料３００万円(15)

前記 の弁護士費用３０万円及び前記 の亡Ｘ４からの相続分１６５万円の(16) (17)

， ，合計額４９５万円となり 控訴人Ｘ３の損害額は前記 の慰謝料１００万円(18)

前記 の弁護士費用１０万円及び前記 の亡Ｘ４からの相続分８２万５００(19) (18)

０円の合計額１９２万５０００円となる。

５ 結論

以上によれば，控訴人らの被控訴人らに対する不法行為に基づく請求（差戻

後の当審における拡張請求を含む ）は，被控訴人らに対し，控訴人Ｘ１が３。

億００１４万６１２３円及びこれに対する本件落雷事故発生の日である平成８

年８月１３日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の連

帯支払を求め，控訴人Ｘ２が４９５万円及びこれに対する本件落雷事故発生の

日である平成８年８月１３日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による

遅延損害金の連帯支払を求め，控訴人Ｘ３が１９２万５０００円及びこれに対

する本件落雷事故発生の日である平成８年８月１３日から支払済みまで民法所

定の年５分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で理由があるから

， ，それぞれ認容し その余の請求にはいずれも理由がないから棄却すべきところ

原判決中，上記認容すべき請求をいずれも棄却した部分は相当でないから，上

記の趣旨に従って原判決を変更することとし，主文のとおり判決する。
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高松高等裁判所第４部

裁判長裁判官 矢 延 正 平

裁判官 和 食 俊 朗

裁判官 齋 藤 聡
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（別紙） 略語表 （省略）

（別紙） 入退院経過一覧表

（別紙） 損害一覧表

（別紙） 逸失利益算定表（省略）

（別紙） 日常生活用具に関する将来損害原価表（省略）


